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美里町民憲章 

 

江合・鳴瀬の清流と豊かな緑に恵まれた美里町に生きるわたくしたちは、輝く未来に向かってみんな

が平和で心豊かに暮らせるよう、この憲章を定めます。 
 

一、夢と希望を持ち 心身ともに健やかに働く町民になります 
一、きまりを守り 互いに尊重し合い 助け合う町民になります 
一、自然に親しみ 美しい環境を大切にする町民になります 
一、先人をうやまい 共に学び合い 文化を育てる町民になります 
一、ふるさとを愛するとともに 世界に目を向ける町民になります 

（平成１８年７月２９日制定） 

 

 
町 章 

美里町の「み」をモチーフに、さわやかに風が吹く、自然いっぱいの大地を

イメージし、住民の団結、自然と住民の調和を表現しています。先人から受け

継ぐ歴史と文化を宝に、ともに飛躍していく願いが込められています。 
（平成１８年７月２９日制定） 

 
 
 

町 花 

 「ばら」は、古代から繁栄と愛の象徴とされています。また美里町民にもっ

とも親しまれ、愛されている花です。幾多の花びらの重なるその花の姿は、町

民の連帯と未来に向かって潤いのある町づくりを進める美里町にふさわしい花

です。 
（平成１８年７月２９日制定） 

 
 

町 木 

 「はなみずき」は、春には花が咲き、また秋には赤い実をつけ、紅葉も見事

です。美しい環境を大切にし、景観を保全する美里町にふさわしい木です。 

（平成１８年７月２９日制定） 
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第１編 美里町総合計画の見直しにあたって 
 

１ 計画の位置づけ 

美里町は、平成１８年１月に旧小牛田町と旧南郷町が合併して誕生した町です。合併に当たって、平

成２７年度を目標年度とした「美里町まちづくり計画 ― 美里町建設計画 ― 」（以下「建設計画」と

いう。）が策定され、これを合併後の新町における町政運営の基本指針に位置づけてきました。 

 美里町総合計画は、建設計画を継承し、合併後の情勢変化を把握して再考を加え、今後の美里町にお

ける“まちづくり”を総合的かつ計画的に取り組むための基本指針とするものです。 

 
２ 計画策定の経緯 

本計画は、平成１９年３月に策定され、平成１９年度から平成２７年度までを計画期間としています。 
平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、災害備蓄、情報伝達手段や非常用電源の確保等、

大規模自然災害への新たな対応の必要性が顕在化しました。 
また、経済のグローバル化１が急速に進展し、世界同時不況や円高などが、国内産業や国民生活に大き

な影響を及ぼし、社会保障や雇用の不安を招いています。本町においても景気低迷から雇用情勢が不安

定となっており、その対策が急がれているところです。さらに、人口減少社会が明らかになったことは、

地域社会、産業、経済、福祉など様々な面で、影響が大きくなることが予想されます。 
今般、こうした変化に的確に対応していくため、中間年度である平成２３年度において、本計画の見

直しを行ったものです。 
 

３ 計画期間 

本計画は、平成１９年度（西暦２００７年度）を初年度とし、平成２７年度（西暦２０１５年度）を

目標年度とする９か年の計画です。 
 

計 画 期 間 
平成１９年度～平成２７年度 

（平成１９年４月１日～平成２８年３月３１日） 

 
  

                                                  
１世界的な規模であるさま。国境を越えて地球全体に関わるさま。 
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４ 計画の構成 

本計画は、基本構想（政策）、基本計画（施策）、実施計画（事務事業）から構成します。 

また、基本構想（政策）－基本計画（施策）－実施計画（事務事業）は、それぞれ、「目的」と「手

段」の関係にあります。 
基本構想（政策）は、計画期間において本町が目指すべき“まちづくり”の基本理念と将来像など、

まちづくりの基本的な方針を示すものです。 

基本計画（施策）は、基本構想に掲げる町の将来像を実現するため、現状と課題を分析し、基本構想

を実現するための目的と手段を、より具体的に示すものです。また、大きな情勢変化が生じた場合は、

計画期間内であっても見直しを行います。 

実施計画（事務事業）は、計画の効果的、効率的な推進と適切な進行管理を行うために、向こう３か

年の事業実施について、事業内容と実施時期を明確にするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

政策 

施策 施策 

事務事業 事務事業 事務事業事務事業
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５ 主要課題 

５－１ 心の教育と良好な教育環境づくり 

少子化社会を迎えて、児童・生徒の減少が続く本町においては、子どもや若者たちが生き生きと伸び

伸びと育ち、一人ひとりが個性を発揮して活躍できる教育が求められています。 
将来を担う心豊かな美里人を育むためには、“心の教育”の実践と“基礎的学力向上”への取組み、

良好な環境を維持するための教育施設の再構築は、本町の主要課題の一つです。 
 

５－２ 健康に対する意識改革と子育て環境の充実 

私たちの幸せな暮らしを築く原点は、“健康で丈夫な身体づくり”です。そのためには本人が健康に

対する意識を高めることがもっとも大切です。 
住民一人ひとりが年齢に関係なく、健康に対する意識を強く持ち、“自分の健康は自分で守る”“家族

の健康は家族で守る”といった健康に対する意識改革を着実に進める取組みが求められています。 
また、健やかな子どもの成長を社会全体で支え、安心して子育てができる環境づくりは、少子高齢社

会を迎えた中、本町の主要課題の一つです。 
 

５－３ 産業の振興と雇用機会の創出 

地域の持続的な発展のためには、地域産業の活性化が不可欠であり地域活力の源でもあります。 
近年、自動車関連産業、高度電子産業及び食品関連産業の県内への集積が進んでいることから、新規

参入や取引拡大等、既存企業による内発型の活性化を引き続き支援するとともに、企業誘致等により、

新たな雇用の創出と安定化を図る必要があります。また、農商工連携や６次産業化に向けた取組みを進

めるなど、地域産業の新たな展開を生み出すことが、本町の主要課題の一つです。 
 

５－４ 災害への備えと安全安心なまちづくり 

平成１５年に発生した宮城県北部連続地震、平成２３年に発生した東日本大震災は、町内に甚大な被

害をもたらしました。再び大規模な地震が発生する可能性があるとも言われています。 
災害から大切な生命、財産を守るため、日ごろから災害に対する様々な「備え」が強く求められてい

ます。また、地震のみならず、あらゆる災害に対応するための町の防災体制、災害発生時の体制の充実

強化及び「地域の」「地域による」「地域のための」防災活動の活性化は、安全で安心なまちづくりを実

現する大切な取組みであり、本町の主要課題の一つです。 
 

５－５ 定住の促進と健全な行財政運営の確立 

地方分権・地域主権により、地方自治体が決定すべき事項は増加するとともに、複雑化する社会構造

の中、住民ニーズも多種多様化しています。また、人口減少社会が明らかとなる中、人口減少の抑制や

定住の促進を図ることが求められています。 
こうした中、“最少の経費で最大の効果をあげる”という行政手法の原点に立ち返り、家庭や地域、

学校、企業、団体、行政機関などがつながりを深め、互いに協力し合い、身の丈にあった財政運営と行

政サービスの品質向上を図りながら、「住み慣れた地域に住み続けたい」という愛着の持てるまちづく

りは、本町の主要課題の一つです。 
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第２編 基本構想（政策） 
１ 美里町の将来像 

 

人つどい、共に築く、幸せと豊かさを実感できる町 

 

人つどい話（わ）の花が咲き、 

一人ひとりが共に築く大きな人の輪（わ）となって、 

幸せと豊かさを実感できる和（わ）のある町が、将来の“美里町”の姿です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 基本理念 

 

一人ひとりが輝き、ともに生きるまちづくり 

～ まちが人を支え、人がまちを支える ～ 

多くの住民がこれまで培ってきた経験と知恵、力を出し合ってまちづくりに参画し、住民と行政が対

話を通じてつながりを深めながら、対等なパートナーシップのもとに協働して取り組む“まちづくり”

を基本理念とします。この基本理念から、この町に暮らす一人ひとりの夢と将来にわたって安心できる

心豊かな暮しを実現します。 

生涯を通して学び楽しむまちづくり 

力強い産業がいきづくまちづくり

健やかで安心なまちづくり 

くらしやすさを実感できるまちづくり

自立をめざすまちづくり 

人つどい、共に築く、 

幸せと豊かさを実感できる町 

美里町 
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３ 政策体系 

 美里町の将来像に掲げる「生涯を通して学び楽しむまちづくり」「健やかで安心なまちづくり」「力強

い産業がいきづくまちづくり」「くらしやすさを実感できるまちづくり」「自立をめざすまちづくり」の

５つの視点を柱に、次の政策項目を設定します。 
 

  将来像  政策 

人
つ
ど
い
、
共
に
築
く
、
幸
せ
と
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
町 

 

生涯を通して学び楽しむまちづくり 

（教育、文化などの視点） 

 
社会教育の充実 

学校教育の充実 

青少年の健全育成 

文化・芸術の振興、 

伝統文化･文化財の継承 

社会体育の振興 

    

 

健やかで安心なまちづくり 

（保健、医療、福祉などの視点） 

 保健の充実 

  医療の充実 

  高齢者福祉の充実 

  障害者福祉の充実 

  子育て支援の充実 

    

 

力強い産業がいきづくまちづくり 

（産業、雇用などの視点） 

 農林業の振興 

  商工サービス業の振興 

  観光・物産の振興 

  雇用の創造 

    

 

くらしやすさを実感できるまちづくり 

（生活基盤、環境などの視点） 

 地域基盤の確立 

  生活安全の確保 

  環境･景観の保全・創造 

  居住環境の質の向上 

    

 

自立をめざすまちづくり 

（定住化、住民活動、行財政などの視点） 

 定住化の促進 

  住民活動の促進 

  交流の促進 

  平和行政の推進 

  男女共同参画社会の推進 

  健全な行財政運営 



 
４ 将来人

４-１ 推

過去の人

平成２１

口が減少し

 

備考）将来人

２区間の

 

 

人口 

推計人口 

人口構成の異

年から平成

しています。そ

人口の推計につ

の人口動態の平

異動実績など

成２３年まで

その後は１％

ついては、平成

平均値を変化率

 

を反映させた

での実績値及

％強の割合と

将

成２１年から平

率として捉え、

１１ 
 

た美里町の推

及び平成２６

となり、引き

将来人口の推

平成２３年まで

その変化率が

M

推計人口は、

年までの推

続き人口が減

推計 

での各年３月末

が将来も持続す

Meet your sm

次のグラフ

推計値では１

減少してい

末の住民基本台

するものと仮定

mile Touch

フのとおりで

年間に１％

くことが予測

台帳人口を使用

定して推計して

h your heart

です。 

％の割合で人

測されます。

 

用し、この３年

ています。 

t 

人

 

年
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４-３ 基準人口 

 

総合計画の見直しに当たっては、政策的に人口増加を誘導する「目標人口」ではなく、今後の見通し

を推測するための基礎的なデータとするため、次のとおり「基準人口」として示しています。 

この「基準人口」については、各年の推計人口の近似値とし、この基準人口を下回らないよう総合的

に施策を展開していくことが求められます。 

   
【基準人口】 

平成 23 年（実績） 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 
２５，３７９人 ２５，１００人 ２４，９００人 ２４，６００人 ２４，３００人

 
【参考値】 

平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 平成３２年 
２４，０００人 ２３，７００人 ２３，４００人 ２３，１００人 ２２，８００人

備考）本計画の計画期間は平成２７年度までです。平成３２年までの５か年については参考値として記載しています。 
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５ 土地利用構想 

土地利用を次のとおり区分し、国土利用計画や都市計画、農業振興地域整備計画など土地利用に関係

する計画の総合的な調整を図り、計画的な土地利用を行います。 

 

（１） 居住ゾーンの整備 

小牛田駅周辺では、行政・文化・福祉・商業機能の充実、防災機能の向上と住環境の整備を進

め、また、既に整備された小牛田駅東地区の「ゆとり～と小牛田」と南郷地域の「グリーンタウ

ンなんごう」への人口の誘導を推進します。さらには、本町の一体的で健全な発展を図るため「都

市計画マスタープラン」に基づき、特に農用地との調整を図りながら、土地利用の適切な誘導及

び計画的な都市施設の整備を進めます。 

（２） 農業ゾーンの維持 

優良農用地の適切な保全に努め、米や野菜、花きや果樹、畜産などの振興を図るとともに、自

然・田園環境の保全と集落環境の整備、南郷地域の定住拠点の整備、観光との連携強化などを図

ります。 

（３） 工業ゾーンの整備 

    工業の健全な発展が図られるよう、既存企業の振興を図るとともに、企業立地を促進します。 

（４） 河川ゾーンの保全 

江合川・鳴瀬川やその支流などの水辺景観や環境、防災機能の保全と向上を図るとともに、体

験学習やレクリエーション利用の充実を図ります。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用構想図 

農 業 ゾ ー ン 
集 落 ゾ ー ン 

行 政 点 ゾ ー ン 拠 
市 街 ・ 

 
地 

活 性 化 拠 点 

工業ゾーン 
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６ 公共施設管理 

 住民生活や産業の基盤である道路、公園、上下水道をはじめ、学校や公民館、保健施設や農業施設な

ど、本町には、様々な公共施設があります。これらの施設については、高度経済成長期を中心に整備が

進められ、住民の生活環境や経済活動を支えてきました。 

 総務省方式改訂モデル３による本町の平成２２年度普通会計の財務諸表の分析では、土地を除く有形固

定資産の老朽化比率が４７.５％となり、過去及び現世代が既に負担した割合は６４．５％となってい

ます。 

これらの分析結果では、老朽化比率の水準が上昇する一方で、過去及び現世代の負担比率が低下して

おり、将来世代が負担する割合がやや増加しています。 

今後の公共施設の運営・整備については、人口減少社会の到来や年齢構成の変化を受けて、施設の効

用が及ぶ期間を考慮した長期的な視点が必要です。 

また、財政的制約や施設用途の変更も予想しながら、施設の長寿命化や投資の平準化、機能集約や統

廃合なども含めた公共施設のあり方を検討し、品質、機能を保ちサービス提供ができるよう、効率的な

管理を目指します。 

 

有形固定資産の老朽化比率４ 

平成２１年度 平成２２年度 

４５．７％ ４７．５％ 

       ※平均的な値は、３５％から５０％までの間になります。 

 

過去及び現世代の負担比率５ 

平成２１年度 平成２２年度 

６５．１％ ６４．５％ 

       ※平均的な値は、５０％から９０％までの間になります。 

 

 

 

 

                                                  
３地方公共団体がどのような資産を保有しているか（資産保有状況）及びその資産がどのような財源で賄われているか（財源調達

状況）を対照表示した貸借対照表、資産形成に結びつかない経常的な行政活動に係る費用（経常的な費用）及びその行政活動

と関係する使用料・手数料などの収益（経常的な収益）を対比させた行政コスト計算書、貸借対照表上の純資産へ計上された項

目の変動を表した純資産変動計算書並びに地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを表した資金収支計算書

（「キャッシュ・フロー計算書」とも言います）の４つの財務諸表をあわせたもの。 

 
４町の資産について、どのくらい老朽化しているかを表す数値。平成 21 年度に比べ平成 22 年度では、その老朽化比率が増して

いることから、老朽化が進んでいることが分かる。(近隣自治体及び類似団体の数値は、平成 21 年度においては大崎市が 47.0％、

石巻市が 49.2％、柴田町が 47.4％となっている) 

 
５町の社会資本整備について、過去及び現世代でどのくらい負担しているかを表す数値。平成 21 年度に比べ平成 22 年度では、

その負担割合が減少していることから、今後の負担が増加したことが分かる。(近隣自治体及び類似団体の数値は、平成 21 年度

においては大崎市が 68.1％、石巻市が 75.2％、柴田町が 68.9％となってる) 
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７ 政策目標 

政策指標には、住民満足度の平均点数を採用します。 
住民満足度調査は、平成１８年７月に実施し、今回の計画改定に当たっても平成２３年７月に実施し

ています。 
定期的に住民のみなさんの生活実感を把握することで、町の政策がどう評価されているのかを客観的

に測るものです。 
また、平成２８年の目標値を設定するに当たっては、住民ニーズ６の変化に応えるため、主要課題や満

足度及び重要度の分布状況等を考慮し、住民満足度の向上を図るよう目標値を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住民満足度を構成する要素７】 

 

  

                                                  
６必要性、要求、需要などのこと。 
７行政サービスにおける費用と品質が価値を高め、品質と時間がサービスを高める。価値とサービスが住民満足度の向上につな

がるといった内容を図解したもの。 



 

 

 
 

 

領域Ａ：現状

領域Ｂ：現状

領域Ｃ：現状

領域Ｄ：現状
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指 標 名 平成１８年 平成２３年 
目標値 

平成２８年  
住民満足度調査の平均点数 ５３．５点 ５４．５点 ５５．５点 

 

生涯を通して学び楽しむまちづくり  

 社会教育の充実 ５４．５点 ５６．０点 ５６．５点

 学校教育の充実 ５５．５点 ５７．１点 ５８．１点

 青少年の健全育成 ― ５５．６点 ５６．１点 注１

 文化・芸術の振興 ５３．６点 ５６．２点 ５６．７点 注２

 社会体育の振興 ５３．６点 ５５．７点 ５６．２点 注２

 

健やかで安心なまちづくり  

 保健の充実 ５７．８点 ５９．４点 ６０．４点

 医療の充実 ４８．４点 ５１．２点 ５２．２点

 高齢者福祉の充実 ５４．６点 ５５．７点 ５６．２点

 障害者福祉の充実 ５１．９点 ５４．６点 ５５．１点

子育て支援の充実 ５４．５点 ５６．６点 ５７．６点
 

力強い産業がいきづくまちづくり   

農林業の振興 ５２．６点 ５３．９点 ５５．４点 

商工・サービス業の振興 ５６．６点 ４８．９点 ５１．０点 注３

観光・物産の振興 ５６．６点 ５１．１点 ５１．６点 注３

雇用の創造 ４３．５点 ４５．３点 ５１．０点 
 

くらしやすさを実感できるまちづくり  

地域基盤の確立 ５１．３点 ５０．９点 ５１．４点

生活安全の確保 ５３．８点 ５２．０点 ５３．５点

環境・景観の保全・創造 ５８．４点 ５８．６点 ５９．１点

居住環境の質の向上 ５５．７点 ５６．１点 ５６．６点
 

自立をめざすまちづくり  

定住化の促進 ５３．１点 ５３．６点 ５５．１点 注４

住民活動の促進 ５５．７点 ５６．８点 ５７．３点  

交流の促進 ５３．１点 ５７．０点 ５７．５点 注４

平和行政の推進 ― ５７．３点 ５７．８点 注１

男女共同参画社会の推進 ― ５６．４点 ５６．９点 注１

健全な行財政運営 ５０．６点 ５２．２点 ５３．２点 
 

注１）平成２３年調査において設問を追加 

注２）平成１８年調査では、「文化・スポーツの振興」として調査、平成２３年調査で設問を分割 

注３）平成１８年調査では、「商工業の振興」として調査、平成２３年調査で設問を分割 

注４）平成１８年調査では、「交流の促進と安定化対策」として調査、平成２３年調査で設問を分割 
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第３編 基本計画（施策） 
 

第１章 生涯を通して学び楽しむまちづくり 
少子化社会を迎えて、児童・生徒の減少が続く本町においては、子どもや若者たちが生き生きと伸び

伸びと育ち、一人ひとりが個性を発揮して活躍できる教育が求められています。 
将来を担う心豊かな美里人を育むためには、“心の教育”の実践と“基礎的学力向上”への取組み、

良好な環境を維持するための教育施設の再構築は、本町の主要課題の一つです。 
 
政策１ 社会教育の充実 

 施策 １  学習ニーズに則した魅力的な学習機会の充実 

施策 ２  生涯学習拠点施設の整備と機能の充実 

施策 ３  住民による主体的な学習の推進 

施策 ４  図書館資料と情報提供の充実 

施策 ５  読書活動の推進 

 
政策２ 学校教育の充実 

 施策 ６  個性・心・基礎的学力を重視した教育の推進 

施策 ７  計画的な施設修繕と教材設備の整備、充実 

施策 ８  地域が支える学校づくり、地域に開かれた学校づくりの推進 

施策 ９  安全・安心を確保するための対策 

施策１０  学校給食の充実、食育の推進 

施策１１  就学前教育の充実 

 
政策３ 青少年の健全育成 

 施策１２  青少年の学習活動の提供と社会的な自立への支援 

施策１３  地域の教育力を向上させるための対策 

 
政策４ 文化・芸術の振興、伝統文化・文化財の継承 

 施策１４  地域の特色を活かした芸術・文化活動を推進するための対策 

施策１５  歴史・文化を保存し継承するための対策 

 
政策５ 社会体育の振興 

 施策１６  健康と生きがいをつくる生涯スポーツと地域スポーツの推進 

施策１７  スポーツ施設の機能充実と活用の促進 
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政策１  第１節 社会教育の充実 

 
施策１  第１項 学習ニーズに則した魅力的な学習機会の充実 

 

【現状と課題】 

 本町では、ライフステージ９における様々な課題に対応した教室・講座・学級を開催しています。し

かし、近年では参加者の固定化の傾向が見られ、今後は、多くの住民が参加しやすい学習環境の整

備に努めなければなりません。 
 学習成果を本人の生きがいや健康づくりに役立てる一方、地域社会への貢献につなげたいと望む学

習者も多く見受けられます。今後は、こうした住民の学習成果を社会貢献活動につなげられるよう

な対策が求められます。 
 生涯学習の振興における地域の主体的な取組みと人材育成への支援が求められます。 
 社会情勢を反映した生涯学習振興計画の見直しが必要です。 

 
【施策の展開】 

（１） 生涯学習振興計画の見直しを進めるとともに、社会の変化やライフステージにおける様々な課

題に対応した学習体制の拡充を図ります。 
（２） 健康で生きがいのあるくらしのため、社会貢献活動につなげる学習活動を推進します。 
（３） 豊かな心を育む学習の場の充実を図ります。 
 

【主要な目標】 

意 図 様々な課題に対応した学習体制の拡充を図る。 

対 象 各種教室・講座の参加者 

指標名 公民館(地区公民館)が主催する各種教室・講座の満足度 

指標の 

考え方 

一層魅力的な学習機会の提供につなげるため、各教室・講座の参加者に対して、

アンケート調査を実施します。アンケート調査における参加者満足度の向上を目標

としました。 

※平成２４年度に実施するアンケート調査結果を基準値とします。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― ― 基準値 基準値↑ 基準値↑ 基準値↑ 

 
  

                                                  
９ 幼年期から老年期まで、出生、入学、就職、結婚、子育て及び退職など、いくつかの節目によって区分された段階のこと。 
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【具体的な取組み】 

（１） 青少年問題等を踏まえた生涯学習振興計画の中間見直し 

（２） 生涯を通じた学習機会の提供及び相談（乳幼児、青少年、成人、高齢者の各段階） 

（３） 現代の課題に対応する学習機会の提供（国際化、情報化、環境問題、高齢化社会、人権等） 

（４） 各関係機関との連携による出前講座の開催《施策２８と連携》 

（５） 生涯学習指導者及びボランティア人材の発掘 

（６） 豊かな生活を送るための学習機会の提供（健康、消費生活、防災・防犯、まちづくり等） 

（７） 赤ちゃんふれあい体験等の家庭教育に関する学習機会の提供《施策３１と連携》 

 
施策２  第２項 生涯学習拠点施設の整備と機能の充実 

 
【現状と課題】 

 本町では、美里町公民館をはじめ小学校区ごとに地区公民館が設置され、各種教室、講座はもとよ

り、各種団体の会議、研修、サークル活動、地域住民の憩いの場となっています。 
 平成２４年度から小牛田地域のすべての地区公民館の運営が、地区住民による指定管理１０に移行し

ます。 
 生涯学習推進拠点となる施設の維持管理、計画的な修繕等が求められています。 
 また、定住自立圏構想１１により、近隣市町との連携も求められています。社会教育施設の相互利用

による利便性の向上とあわせ、使用料の統一などの整理が必要です。 
 
【施策の展開】 

（１） 誰もが利用しやすく親しめる施設運営を目指すとともに、長寿命化や更新時期の平準化の検討

を進めるとともに、ライフサイクルコスト１２を考慮した施設管理に努めます。 
（２） 近隣市町との連携を強化し、社会教育施設の相互利用を促進します。また、使用料の見直しを

行います。 
  

                                                  
１０指定管理者制度。公民館や体育館など、公の施設の管理・運営を地方公共団体が指定した企業や団体等に行わせることがで

きる制度 
１１地方の人口減少と少子高齢化が今後も予測される中、圏域全体で連携・協力し、生活基盤を確保して住みよいまちづくりを推

進することを目的とする。平成２２年１０月に大崎市と定住自立圏形成協定を締結 
１２建物の建設費用だけでなく、企画・設計・施工・運用・維持管理・補修・改造・解体など、建物の全生涯に要するトータルコストを

言う。 
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【主要な目標】 

意 図 利用しやすく親しめる生涯学習施設の整備運営 

対 象 住民 

指標名 住民一人当たりの公民館・地区公民館の年間利用回数 

指標の 

考え方 

誰もが利用しやすく親しめる施設運営を行い、公民館・地区公民館の拠点性を高

めるため、住民一人当たりの公民館・地区公民館の年間利用回数の増加を目標とし

ました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

５．９回 ５回 ６回 ６回 ６回 ６回

 

【具体的な取組み】 

（１） 公民館本館、地区公民館における施設・設備の保守管理の徹底及び計画的な修繕 
（２） 使用料の見直しや有料化の検討 
（３） 指定管理者職員の育成とサポート 
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施策３  第３項 住民による主体的な学習の推進 

 
【現状と課題】 

 本町では、各地域で生じている様々な課題について、住民との協働による取組みを進めています。

住民一人ひとりが、そして、町と地域がそれぞれの課題を認識することが必要です。 
 地域住民自らが地域の課題を発見し、解決できるような環境づくりが求められています。 
 地域住民の知識や技術を地域に還元したり、学んだ成果を生涯学習事業やコミュニティづくりに生

かすことができるよう、支援体制の確立を図るとともに、住民による主体的な学習活動の支援が必

要です。 
 各社会教育団体の指導者を育成するとともに、自主・自立した運営ができるよう支援が必要です。 

 
【施策の展開】 

（１） 住民の主体的な学習活動を推進します。 
（２） 住民の学びの成果の活用とボランティア活動の奨励に努めます。 
（３） 団塊の世代１３等の社会参加を促進するため、環境整備と機会の創出を図ります。 
（４） ＮＰＯ１４や住民団体との協力・協働の取組みを促進します。 
（５） 地域づくり・まちづくりに関する学習機会の充実を図ります。 
 
【主要な目標】 

意 図 住民の主体的な学習の推進を図る。 

対 象 住民 

指標名 住民による自主企画講座・講習会等の開催回数 

指標の 

考え方 

住民の主体的な学習の推進を図るため、住民自らが行う講座、講習会などの開

催回数の増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

１６８回 １５８回 １７０回 １７０回 １８０回 １８０回

 

【具体的な取組み】 

（１） 住民による自主企画講座や企画展などの開催支援 
（２） 住民が職業や学習を通じて培った経験を生かし、学校や地域に貢献できる環境の整備 
（３） 社会教育団体やＮＰＯ等との協働事業の推進 
 
  

                                                  
１３昭和２２年～昭和２４年（１９４７年～１９４９年）ごろの第１次ベビーブーム時代に生まれた世代。他世代に比較して人数が多

い。 
１４継続的に民間非営利活動（営利を目的とせず、自発的に行う社会的・公益的な活動）を行う団体。ＮＰＯは Non-Profit 

Organization の略語 
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施策４  第４項 図書館資料と情報提供の充実 

 

【現状と課題】 

 資料の収集については、近代文学館の開館以来、継続的に取り組んでいます。 
 平成１８年には、南郷図書館を開館し、住民の読書活動を支援するとともに、図書等の充実を図っ

ていますが、郷土資料の収集については、十分に行われていません。 
 今後は、積極的な収集と保存が重要になりますが、同時に保存をしていくための収蔵場所の確保が

求められます。 
 学校図書館のデータ化及びネットワーク化については、目録の電子化をはじめ、運用形態を考慮し

ながら進める必要があります。 
 近年、電子媒体による情報取得が主流となっており、インターネットによる資料活用等を検討して

いく必要があります。 
 
【施策の展開】 

（１） 図書、雑誌及び視聴覚資料の収集保存に努めます。 
（２） 郷土資料の積極的な収集保存を行うための体制を整えます。 
（３） 生涯学習の中核施設として、多様化するニーズや読書活動を支援し、電子媒体を含めた情報提

供サービスの充実に努めます。 
（４） 図書館と小学校・中学校図書室が連携を図り、図書の有効活用と図書館機能の充実を図ります。 
 
【主要な目標】 

意 図 図書館機能の充実を図る。 

対 象 住民 

指標名 図書貸し出しの実人数 

指標の 

考え方 

多様化するニーズに対応するため、図書及び視聴覚資料を充実させることによ

り、図書貸出実人数の増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

4,100 人 4,280 人 4,360 人 4,450 人 4,540 人 4,630 人

 

【具体的な取組み】 

（１） 資料を整理保存し、提供するための図書館システムの更新 
（２） 文化財保護委員会、図書館運営審議会等と連携した郷土資料の調査、収集及び整備 
（３） 学校図書室との連携 
（４） 住民のニーズに即した図書貸出サービスの充実 
（５） 図書・資料のインターネット検索と図書予約検索による情報提供サービスの充実 
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施策５  第５項 読書活動の推進 

 

【現状と課題】 

 継続的な読書活動の推進を開館以来行ってきています。近年、テレビやインターネット等の普及に

より、子どもの読書離れが進み、図書館の利用も減少傾向にあります。 
 また、２０歳代以上を対象としたサービス提供が不足しているため、今後は幅広い年齢層、利用者

への対応が課題となります。 
 
【施策の展開】 

（１） 図書館が住民にとって利用しやすいものとなるよう、読書環境の一層の整備に努めます。 
（２） 子ども読書推進活動計画の実施状況を検証するとともに、計画の見直しを行います。 
（３） 乳幼児期から本に親しむための支援や、児童・生徒の学習相談に対応できる体制の整備に努め

ます。 
（４） 図書館に来館が困難な利用者への図書貸し出しにも配慮するなど、子どもから高齢者まですべ

ての住民にとって、図書館が学びの場となるよう利用の促進に努めます。 
（５） ボランティアの協力の下に、絵本の読み聞かせやおはなし会などの読書推進活動を展開します。

また、ボランティアの養成と活動支援に努めます。 
 

【主要な目標】 

意 図 読書活動を推進する。 

対 象 図書館利用者 

指標名 町民一人当たりの年間貸出冊数 

指標の 

考え方 

貸し出し冊数の伸びは、読書活動の推進が図られた結果です。 

このことから、町民一人当たりの年間貸出冊数の増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

６．７冊 ７．０冊 ７．２冊 ７．４冊 ７．６冊 ７．８冊

 

【具体的な取組み】 

（１） 図書館利用の広報活動 
（２） 子ども読書推進計画の見直し 
（３） 幼児を対象とするブックハロー（本との出会い）事業 
（４） 図書館、幼稚園、学校等における読み聞かせ活動の推進 
（５） 読み聞かせボランティアの活動支援 
（６） 来館が困難な方への図書貸出 
（７） 図書館まつりなどによる図書館事業のＰＲ 
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政策２  第２節 学校教育の充実 

 
施策６  第１項 個性・心・基礎的学力を重視した教育の推進 

 
【現状と課題】 

 「美里町の学校教育ビジョン」に基づき、個性、心、基礎的学力を重視した教育を推進するため、

少人数指導の取組みや学力向上支援員の配置、学力向上委員会が中心となった取組みを行ってき

ました。 

 教育ビジョンについての学校現場での評価についても、概ね、順調に進んでいるという評価が多

いことからも一定の成果をあげてきました。 

 しかし、基礎的学力の向上については、成果がそれほどあがっていない学校もあることから、今

後はこれまで以上に、学校の実情にあわせた対応が望まれます。 

 義務教育期の基礎的学力の定着を図るとともに、自ら考え、判断し、表現する応用力の育成が重

要課題となっています。 

 

【施策の展開】 

（１）  学校教育ビジョンに基づいた子ども一人ひとりの個性を重視した教育と、情操及び道徳性を生

み高める“心の教育”に取組みます。 

（２）  子ども一人ひとりの学力の向上を図るため、個々の能力に応じた指導を充実します。 

（３）  豊かな人間性とたくましい身体を育むための取組みを、学校・家庭・地域と連携を図りながら

実践します。 

（４）  不登校の解消に向け、教育相談体制の充実を図ります。 

（５）  小学校における英語活動、小・中学校の連携や高等学校との交流活動への取組み等から、特色

ある魅力的な学校づくりを推進します。 

（６）  高等教育等を希望する学生に対する就学支援を継続して行います。 

 

【主要な目標】 

意 図 基礎的学力の向上を図る。 

対 象 町立小学校及び中学校の児童・生徒 

指標名 全国学力・学習状況調査の県平均正答率との差 

指標の 

考え方 

美里町の学校教育力アップの具体的な取組みの一つとして、みやぎ単元ライブ

ラリー（国語・算数・数学）を活用し、全国学力・学習状況調査の県平均を１ポ

イント以上上回ることを目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

△3.9 ― １ﾎﾟｲﾝﾄ以上 １ﾎﾟｲﾝﾄ以上 １ﾎﾟｲﾝﾄ以上 １ﾎﾟｲﾝﾄ以上
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【具体的な取組み】 

（１） 学校教育ビジョンの見直し 

（２） 少人数指導の拡充 

（３） 教員補助員等の配置 

（４） 学校教育専門指導員等の効果的な活用 

（５） 学力向上委員会の活性化 

（６） 小学校における英語活動の推進 

（７） 小・中学校や高等学校との交流活動の推進 

（８） 奨学金貸与事業の充実 

 

施策７  第２項 計画的な施設修繕と教材設備の整備、充実 

 

【現状と課題】 

 学校教育の充実を重要と考えている住民は多く、これまでに、教育施設の建設や修繕を計画的に行

ってきたことは、子育てを行っている年代層の住民満足度調査の結果にも表れています。 
 少子化や教育施設の老朽化は、近年著しく進行しています。東日本大震災においても、大きな被害

を受けましたが、その現実を踏まえた統廃合の議論がなされていません。 
 教育に関する考え方は多岐にわたることが想定され、結論を得るまでに長期間を要することから、

早期に計画を住民に示し、その議論を行う必要があります。 
 また、学校施設の耐震化率は１００％となっていますが、今回の東日本大震災により大きな被害を

受けたことから、施設の修繕計画の見直しが必要となります。 
 今後も一層進むと予想される情報化社会への対応は、次代に生きる子どもたちにとって、大きな課

題となっています。 
 小・中学校では、学習指導要領の改訂に伴い、教材等の整備が必要となります。 

 
【施策の展開】 

（１） 教育施設の適正な規模と配置を目指し、学校教育施設の再編を見据えた施設等の整備計画を作

成し、年次計画に基づいた施設の修繕や設備・備品の整備を進めます。 
（２） 小・中学校における情報教育の環境を、年次計画に基づき整備し、情報教育の充実に努めます。 
 

【主要な目標】 

意 図 教育施設の適正な規模と配置を目指す。 

対 象 町立幼稚園・小学校・中学校 

目 標 

少子化や施設の老朽化が進行する中、教育施設の適正化を図るため幼稚園、小・

中学校の再編を見据えた、望ましいと考えられる配置数に努めます。 

※文部科学省では、中学校で各学年３クラス、小学校で各学年２クラスを望ま

しい規模としています。 
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【具体的な取組み】 

（１） 教育施設の震災復旧事業の早期完了 

（２） 学校教育施設再編計画の策定《施策１０、施策６２と連携》 

（３） 計画的な教育施設等の修繕及び設備の整備 

（４） 教材用パソコンの有効活用 

 
施策８  第３項 地域が支える学校づくり、地域に開かれた学校づくりの推進 

 

【現状と課題】 

 地域や保護者の理解と協力により、いじめや不登校及び問題行動は少ない状況です。学級崩壊など

の大きな問題もほとんど見られず、安定した落ち着きのある学校生活を過ごしています。 

 地域の人材活用や組織化については、学校によって差が見られる状況です。また、職場体験学習に

おける事業所の確保が難しくなってきています。 

 

【施策の展開】 

（１） 情報発信と外部の意見を広く取り入れながら、より良い学校づくりと教育環境の整備に努めま

す。 

（２） 学校において、地域の人材を積極的に活用します。また、こうした取組みから生活体験に根差

した教育を提供するとともに、地域と連携した学校づくりを進めます。 

（３） 防犯活動、非行防止運動、クラブ活動、部活動、図書館教育等に、地域の人材を積極的に活用

し、地域が支える学校運営を進めます。 

（４） 職場体験学習や職場見学など、地域内外の教育資源を効果的に活用した“志教育”１５を推進す

るために、地域・企業等の連携体制の構築に努めます。 

（５） 子ども同士が遊びを通して、社会性を養うための身近な遊びの確保など、「放課後子どもプラ

ン」に基づく放課後児童対策を展開します。 

  

                                                  
１５小中高において人や社会とかかわる中で社会性・勤労性を養い、社会で果たすべき自己の役割を考え、将来の生き方

を主体的に探究するよう促す教育（宮城県教育振興基本計画より） 
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【主要な目標】 

意 図 地域に開かれた学校づくりを推進する。 

対 象 幼稚園、小・中学校における学校評議員１６会 

指標名 幼稚園、小・中学校における学校評議員会の開催率 

指標の 

考え方 

学校評議員会の充実が、より良い学校づくりと教育環境づくり、地域に開かれ

た学校づくりにつながることから、各学校評議員会の会議開催を３回／年（１０

０％）の開催を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

５０％ ５０％ ８３％ ９１％ １００％ １００％

 

【具体的な取組み】 

（１） 幼稚園、小・中学校における学校評議員会制度の拡充 

（２） 教育人材バンクの組織化及び研修会の実施 

（３） 学校支援ボランティア１７組織の拡充 

（４） 「志教育」の推進と関係機関との連携 

（５） 放課後児童対策 

 
施策９  第４項 安全・安心を確保するための対策 

 

【現状と課題】 

 不審者の出没は減少する傾向が見られません。 

 本町においては、凶悪な事件の発生はない状況ですが、不審者の出没情報が、年に数回寄せられて

います。 

 スクールバスについては、幼稚園１ｋｍ、小学校２ｋｍの通園・通学距離を基本とし、距離的な制

限を設けて運行していますが、近距離での利用希望もあります。今後、安全・安心を最優先にした

運行計画についても検討が必要となっています。 

 徒歩で通学する児童やスクールバス降車後の児童の安全確保については、防犯組織の拡充が課題と

なっています。 

 東日本大震災を受けて、防災教育の点検・見直しを行う必要があります。 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の影響が美里町にも及んでいることが明

らかとなり、児童・生徒の放射能への不安や関心が高まっており、不安解消や防御体制の確立を図

る必要があります。 

  

                                                  
１６開かれた学校運営を推進するため、校長の推薦により教育委員会が委嘱。学校ごとに校長の求めに応じ、教育活動の実施、

学校と家庭や地域との連携の進め方や教育活動の参加等について幅広く意見や助言を行う。 
１７保護者、地域人材や団体、企業等がボランティアとして学校を支援すること。 
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【施策の展開】 

（１） 学校、ＰＴＡ、地域組織、老人クラブ等、個々に防犯活動を行っている団体・組織を有機的に

結び付ける連携体制の充実を図ります。 

（２） 住民一人ひとりが「地域の子どもたちを見守る意識」を高めるための啓発活動を積極的に展開

します。 

（３） 一定距離以上の地域に通園バス、通学バスを運行します。 

（４） 学校防災マニュアルの見直しを行い、防災教育の充実を図ります。 

（５） 子どもたちを放射能被害から守るため、放射線量の測定をはじめ、安全対策を進めます。 

 

【主要な目標】 

意 図 地域の子どもたちを見守る意識の向上 

対 象 住民 

指標名 児童一人当たりの防犯組織加入者率 

指標の 

考え方 

児童・生徒の登下校時の安全を確保するためには、地域住民の協力を得ることが

不可欠です。各学校に地域見守り隊が組織されていますが、さらに活動を推進する

ために、加入者を増やすことを目標としました。 

（防犯組織加入者数÷町内小学校児童数×１００） 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

４６％ ５０％ ５０％ ５５％ ５５％ ６０％

 

【具体的な取組み】 

（１） 各防犯組織の連携体制の充実《施策４７と連携》 

（２） 通学路の街灯設置《施策４４と連携》 

（３） 歩道及び自転車道の設置 

（４） 防犯教室、研修会等の開催 

（５） 通園バス、通学バス運行の継続 

（６） 学校防災マニュアルの見直し 

（７） 空間放射線量の測定と安全対策《施策４６と連携》 
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施策１０  第５項 学校給食の充実、食育の推進 

 
【現状と課題】 

 小牛田地域の学校給食施設は自校方式、南郷地域はセンター方式となっています。 

 小牛田地域の給食施設では、施設や設備の老朽化が進み、今後は、計画的な施設の改修と設備の更

新を進めなければならない状況です。 

 義務教育期は、望ましい食習慣を身につける重要な時期であり、学校給食は生きた教材としての役

割があります。子どもたちに対し、安全で安心な給食の提供と食に対する感謝の心を育む食育１８の

推進が求められます。 

 

【施策の展開】 

（１） 生涯を通して元気で健康な身体をつくるために、美里町食育推進計画に基づき、食の教育を重

点的に実践します。 

（２） 食農教育を推進する観点から、地産地消１９に積極的に取組みます。 

（３） 衛生管理を徹底するため、ドライ化を目指した各学校の給食施設の整備に努めます。 

 

【主要な目標】 

意 図 望ましい食習慣を身に付ける。 

対 象 小・中学校の児童・生徒 

指標名 朝食の摂取率 

指標の 

考え方 

将来にわたり健康であるためには、義務教育期に望ましい生活習慣を定着させる

ことが大切です。国でも「早寝早起き朝ごはん」運動を推進しているように朝食の

摂取が特に重要であることから、朝食摂取率を１００％にすることを目標としまし

た。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

９０％ ９０％ ９５％ １００％ １００％ １００％

 

【具体的な取組み】 

（１） 食育推進計画に基づいた食育の推進《施策１２、施策１８と連携》 

（２） 地産地消の推進《施策３８と連携》 

（３） 給食施設・設備の整備《施策７と連携》 

（４） 学校給食等の放射能測定の実施《施策４６と連携》 

  

                                                  
１８生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるもの。様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を

習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる取組み。 
１９地元で生産されたものを地元で消費するという意味 
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施策１１  第６項 就学前教育の充実 

 

【現状と課題】 

 幼稚園施設については、平成２４年度に小牛田中学校区における統合幼稚園の設置が予定されてお

り、町全体で適正規模の施設環境が整います。 

 少子化が進行しているにもかかわらず、預かり保育の希望者は増加傾向にあります。また、駅東地

区の住宅地開発により、受け入れ環境の地域間格差も予想されることから、預かり保育の充実、幼

稚園と保育園の連携を一層図っていかなければなりません。 

 

【施策の展開】 

（１） 安全・安心な園舎整備と効果的な幼児教育の観点から幼稚園の統合を行います。 

（２） 家庭、地域、幼稚園の三者による総合的な幼児教育を積極的に推進します。 

（３） 幼稚園と保育園（所）の連携・融合を推進するとともに、幼児生活の連続性及び発達や学びの

連続性を踏まえた幼児教育の充実を図ります。 

 

【主要な目標】 

意 図 待機園児の解消を図る。 

対 象 預かり保育を希望する幼稚園児及び保護者 

指標名 預かり保育の待機園児数 

指標の 

考え方 

預かり保育を希望する保護者は年々増加しています。預かり保育の充実は、子育

て支援の面からも重要なことから、待機児童の解消を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

 

【具体的な取組み】 

（１） 統合幼稚園の建設及び教育施設機能の充実 

（２） 幼稚園教育の充実（３歳児保育、預かり保育等） 

（３） 幼稚園と保育園（所）の連携・融合の推進《施策３０と連携》 

（４） 幼保一体となった取組みの推進《施策３０と連携》 
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政策３  第３節 青少年の健全育成 

 
施策１２  第１項 青少年の学習活動の提供と社会的な自立への支援 

 

【現状と課題】 

 本町では、子どもから青年層までを対象に年代ごとに多種多様な教室・講座を開設しています。 
 特に、幼児から小学生までを対象とした事業は実施の要望が強く、参加者のアンケートからも継続

した取組みが求められています。 
 しかし、その一方で職員数が減少し、思うような事業展開が難しい状況となってきており、今後、

いかに学習機会の充実を図っていくかが課題となります。 
 平成２４年度から勤労青少年ホームを制度上廃止しますが、青年対象事業については、町の将来を

担うリーダー育成の位置付けのもと、引き続き実施する必要があります。 
 様々な問題を抱えて社会的に孤立するニート２０や引きこもり２１が社会問題となっています。 

 

【施策の展開】 

（１） 自立した社会性のある豊かな人間性を形成するため、多種多様な学習活動の機会の創出と充実

に努めます。 
（２） 青少年の社会的自立を育む体験活動や社会参加機会の提供に努めます。 
（３） ふるさと教育、ふるさと学習の推進による「美里町への愛着と誇り」の醸成を図ります。 
（４） 国際交流・平和学習等を推進します。 
（５） 情報化社会に適応するための正しい知識の習得に努めます。 
 
【主要な目標】 

意 図 社会性のある豊かな人間性を形成する。 

対 象 青少年 

指標名  各種教室・講座の満足度 

指標の 

考え方 

各教室・講座の参加者に対して、アンケート調査を実施します。アンケート調

査における参加者満足度の向上を目標としました。 

※平成２４年度に実施するアンケート調査結果を基準値とします。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― ― 基準値 基準値↑ 基準値↑ 基準値以上

 

  

                                                  
２０教育、労働、職業訓練のいずれにも参加していない状態を指した造語。１５～３４歳で、非労働力人口のうち家事や通学、求職

活動に至っていない方をニートとして定義 

２１様々な要因の結果として、社会的参加を回避し、原則的には６か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態 
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【具体的な取組み】 

（１） リーダー養成講座(小学生リーダー、中学生リーダー、ジュニアリーダー、ヤングリーダー) 
（２） 多様な学習機会の提供(国際理解、非核・平和学習、郷土学習等) 
（３） 体験活動推進事業(自然体験、創作体験、交流体験、職業体験等) 
（４） 食育推進事業《施策１０、施策１８と連携》 
（５） 青年教育事業 
 

施策１３  第２項 地域の教育力を向上させるための対策 

 

【現状と課題】 

 各小学校区に放課後子ども教室を開設していますが、平成２４年度から、小牛田地域のすべての地

区公民館の運営が、地区住民による指定管理に移行することから、町が行ってきた地区公民館事業

についても、これまで以上に「地域の子どもは地域で育てる」といった意識が求められ、地域のよ

り一層の協力が求められます。 
 本町には、青少年健全育成に関わる団体が複数あることから、事業の整理や組織の統合を進め、機

能集約を図るとともに、地域の教育力を高めることが求められます。 
 
【施策の展開】 

（１） 子どもが健やかで心豊かに育ち、家庭が安心して子どもを産み育てることができ、地域全体で

喜びや楽しみをわかちあえる環境づくりを目指します。 
（２） たくましく思いやりのある青少年を育成するため、家庭・学校・地域が一体となり、地域の教

育力向上に向けたよりよい環境づくりを目指します。 
（３） 地域における青少年の健全育成機能や教育環境の向上を図るため、青少年を取り巻く環境の浄

化や非行防止に向けた取組みを充実します。 
（４） 青少年健全育成に関わる団体の整理、統合を進め、地域の教育力向上を目指します。 
 
【主要な目標】 

意 図 地域の教育力向上を図る。 

対 象 住民 

指標名 青少年健全育成指導者等の数 

指標の 

考え方 

 地域における青少年の健全育成機能や教育環境の向上を図るため、青少年健全育

成指導者等の増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

３５人 ３５人 ３７人 ３９人 ４１人 ４３人
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【具体的な取組み】 

（１） 青少年健全育成指導者等の育成及び制度の確立 
（２） 青少年健全育成団体の活動支援 
（３） 学校教育と社会教育が連携・融合（学社融合）した取組み 
（４） 地域資源（人材・施設・情報）を活用した交流・学習活動の支援 
（５） 居場所づくり事業 
（６） こどもふれあいまつり事業 
（７） 青少年健全育成団体の整理、統合の検討、実施 
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政策４  第４節 文化・芸術の振興、伝統文化・文化財の継承 

 
施策１４  第１項 地域の特色を活かした文化・芸術活動を推進するための対策 

 

【現状と課題】 

 本町の文化・芸術活動は、文化協会に加盟する団体をはじめ、多くの個人・団体によって自主的に

展開されています。 
 今後とも住民の自主的な取組みから、個々の活動を一層活性化させるとともに、これらの活動が「人

づくり」、「まちづくり」につなげていくことが求められます。 
 文化協会加盟団体の構成員や各種サークルの加入者が高齢化してきています。 
 幼少期から質の高い芸術文化に触れる機会を提供するとともに、地域の文化・芸術をリードする人

材の養成と地域の特性を生かした新たな文化・芸術の創造が求められます。 
 美里町文化会館をはじめとする町内の公共施設において、文化・芸術を鑑賞する機会が提供されて

います。計画的な施設の修繕・整備を図るとともに、文化・芸術振興の核となる文化会館指定管理

者との連携と継続した支援が求められます。 
 

【施策の展開】 

（１） 文化・芸術活動を担う人材や団体の育成を図ります。 
（２） 地域の特色を生かした多彩な文化・芸術活動を推進します。 
（３） 子どもたちの文化・芸術活動の充実を図ります。 
（４） 文化・芸術振興の核となる文化会館の活用促進を図るため、文化会館指定管理者との連携、継

続した支援を行います。 
 
【主要な目標】 

意 図 芸術文化活動の充実を図る。 

対 象 住民 

目 標 
地域の文化・芸術の振興を図るため、芸術文化に触れる機会の充実と、文化活動

への支援を積極的に行います。 
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【具体的な取組み】 

（１） 文化・芸術活動を行う場や情報の提供 
（２） 文化・芸術活動を行う個人や団体の育成 
（３） 多彩な文化・芸術に触れ、主体的に参加できる環境づくり 
（４） 地域の文化・芸術を地域経済や観光等、広くまちづくりに生かす取組み 
（５） 学習活動の成果や文化活動の成果を地域で鑑賞・発表できる環境づくり 
（６） 子どもたちの豊かな心や感性・創造性を育むため、伝統文化や現代の文化・芸術に触れる機会

の充実 
（７） 学校の文化・芸術活動を地域ぐるみで支援する体制づくり 
 

施策１５  第２項 歴史・文化を保存し継承するための対策 

 

【現状と課題】 

 本町には、国指定史跡山前遺跡をはじめとする埋蔵文化財が数多く存在しており、適切な保存が求

められます。 
 住宅地の地下に埋蔵されている遺跡も多く、個人住宅、事業所等の建替等に伴う調査費用の公費負

担が求められています。また、東日本大震災の影響により、その件数は増加しています。 
 本町には、町指定無形民俗文化財の神楽をはじめとする民俗芸能や伝統行事があります。しかし、

近年、伝承者の高齢化と後継者の育成が課題となっています。 
 町内に存在する未指定の文化遺産については、調査と研究及び保存と伝承に努めるとともに、文化

財指定や財政措置等も含めた、具体的な保護策が求められています。 
 伝統芸能や伝統行事等の地域に息づく歴史や文化についても、地域共通の財産として、その継承に

努めていかなければなりません。 
 

【施策の展開】 

（１） 町内の文化遺産の保護を推進するために「文化財保護意識の向上」、「文化財保護体制の確立」、

「文化財保護施設の整備」を目指します。 
（２） 関根神楽をはじめとする無形民俗文化財の保存・伝承に努めます。 
（３） 埋蔵文化財をはじめとする各種文化遺産の保護・保存に努めます。 
（４） 指定・未指定を問わない文化遺産全体の調査・研究を推進します。 
（５） 町収蔵資料及び町内所蔵資料の把握と整理・活用を図ります。 
（６） 様々な資料を整理・保存するための施設と設備の充実を図ります。 
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【主要な目標】 

意 図 文化財保護意識の向上を図る。 

対 象 住民 

目 標 

町内の文化遺産を積極的に保護するとともに、民俗芸能の継承をはじめ、失われ

る危険性の高い文化遺産の保護を通じて、指定・未指定を問わない住民の文化遺産

の保護、保存意識の向上に努めます。 

 

【具体的な取組み】 

（１） 無形民俗文化財の継承及び活動支援 
（２） 文化遺産の町指定化の実施 
（３） 埋蔵文化財の保存と調査の実施 
（４） 過去の発掘調査出土品の整理 
（５） 町の収蔵資料の整理と活用 
（６） 郷土の歴史や文化財に関する学習機会の提供 
（７） 歴史資料となる行政文書の整理、保管 
（８） 文化財関係出版物の刊行 
（９） 遺跡標柱、文化財看板の整備等 
（１０） 指定・未指定を問わない文化遺産の調査と研究 
（１１） 各種文化遺産の保存や歴史学習の個別支援 
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政策５  第５節 社会体育の振興 

 
施策１６  第１項 健康と生きがいをつくる生涯スポーツと地域スポーツの推進 

 

【現状と課題】 

 子どもたちの基礎体力の向上、現役世代のストレス解消、高年齢者の健康づくりや生きがいづくり

には、日常的にスポーツに親しみ、スポーツを通して健全な精神と体力を保持することが大切です。 
 「だれもが、いつでも、どこでも気軽に参加できる」生涯スポーツ社会の実現には、住民一人ひと

りの活動と併せて、地域スポーツの振興が必要です。 
 平成２４年度から体育館やスイミングセンター等の主要な体育施設は、指定管理に移行するため、

指定管理者とスポーツ振興における方向性、事業展開について連携を図り、社会体育の更なる推進

とサービス向上を図ることが求められます。 
 

【施策の展開】 

（１） 健康と生きがいをつくる生涯スポーツと地域スポーツの推進を目指します。 
（２） 地域コミュニティの推進と青少年の健全育成を図るために、より多くの地区に総合型地域スポ

ーツクラブ２２が設立されるよう支援します。 
（３） 住民の主体的な活動を奨励するため、体育協会及びスポーツ少年団の組織強化を支援します。 
（４） スポーツ推進委員やスポーツ普及員をはじめ、各種スポーツ指導者の確保と養成を行います。

また、指導時の不慮の事故における賠償責任から指導者を守るための体制の整備等を図ります。 
（５） 指定管理者と連携し、従来の大会・行事はもちろんのこと、気軽にできるスポーツの普及や自

然を活用したウォーキングなどアウトドアスポーツの振興を図ります。 
（６） スイミングセンターを気軽に利用してもらえるよう努めるとともに、これまで実施してき教室

や事業等の一層の充実を図ります。 
 
【主要な目標】 

意 図 スポーツ活動をより身近なものとする。 

対 象 住民 

指標名 総合型地域スポーツクラブの数 

指標の 

考え方 

日常的にスポーツに親しみ「だれもが、いつでも、どこでも気軽に参加できる」

生涯スポーツ社会の実現には、地域スポーツの推進が必要なことから、各地区に設

置される総合型地域スポーツクラブの増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

２団体 ２団体 設立準備 ３団体 ４団体 ５団体

 

                                                  
２２年齢・性別を問わず、生涯を通して継続的にスポーツに親しめる環境づくりを目指す地域に根ざした自主運営型の複合型スポ

ーツクラブ 
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【具体的な取組み】 

（１） スポーツ基本法の周知とスポーツ振興計画の策定 
（２） 総合型地域スポーツクラブの設立支援 
（３） スポーツ推進委員、スポーツ普及員等の指導者育成 
（４） 体育協会、スポーツ少年団の活動支援 
（５） スポーツ大会、スポーツ教室の開催 
（６） アウトドアスポーツの推進 
（７） スポーツ器具・用具の有効活用と情報の提供 
（８） ニュースポーツ２３等の普及促進 
 

施策１７  第２項 スポーツ施設の機能充実と活用の促進 

 

【現状と課題】 

 東日本大震災により、各スポーツ施設に大きな被害を受けたことから、施設維持管理計画を見直す

必要があります。 

 「だれもが、いつでも、どこでも気軽に参加できる」よう、良好な施設環境の保持と併せ、効率的

な施設運営・管理が求められています。 
 

【施策の展開】 

（１） スポーツ施設の機能充実と活用の推進を目指します。 
（２） 利用者間における利用要望日時の緊密な調整により、効率的な施設利用を図るとともに、各種

スポーツイベントの誘致や企画事業の開催によって、施設の有効的な利活用を図ります。 
（３） 施設使用料については、受益者負担の原則から現在の使用料体系を見直し、そのコストに見合

う良質なサービスの提供に努めます。 
（４） 農業者トレーニングセンターと南郷体育館において一般開放スペースを確保し、“いつでもだ

れもが”気軽に運動ができる環境をつくります。 
（５） 生涯スポーツ、地域スポーツを推進するため、学校と緊密な調整を図り、学校施設の開放を積

極的に進めます。 
（６） スポーツをしたい人や健康づくりをしたい人が、気軽に訪れ相談できる環境を整備します。 
（７） 東日本大震災を受け、施設維持管理計画を見直します。 

 
 

  

                                                  
２３技術やルールが比較的簡単で、競うことよりも誰もが気軽に楽しめることを目的として、新しく考案されたスポーツの総称 
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【主要な目標】 

意 図 日常的にスポーツ施設を利用する住民を増やす。 

対 象 住民 

指標名 住民一人当たりのスポーツ施設の年間利用回数 

指標の 

考え方 

スポーツ施設の年間利用回数の伸びは、日常的にスポーツを楽しむ住民が増えた

こと、気軽にスポーツ施設を利用できる環境につながった結果でであることから、

住民一人当たりの年間利用回数の増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

１．４９回 １．４８回 １．４９回 １．５０回 １．５１回 １．５２回

 

【具体的な取組み】 

（１） 住民が気兼ねなく、スポーツについての相談ができる環境の整備 
（２） 利用者のニーズに合わせたスポーツ施設・器具の整備や充実 
（３） 施設使用料の見直し 
（４） 体育館における一般開放スペースの確保 
（５） 学校施設開放の推進 
（６） スイミングセンターの利用促進 
（７） 施設維持管理計画の見直し 
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第２章 健やかで安心なまちづくり 
私たちの幸せな暮らしを築く原点は、“健康で丈夫な身体づくり”です。そのためには本人が健康に

対する意識を高めることが最も大切です。 
住民一人ひとりが年齢に関係なく、健康に対する意識を強く持ち、“自分の健康は自分で守る”“家族

の健康は家族で守る”といった健康に対する意識改革を着実に進める取組みが求められています。 
また、健やかな子どもの成長を社会全体で支え、安心して子育てができる環境づくりは、少子高齢社

会を迎えた中、本町の主要課題の一つです。 
 
政策６ 保健の充実 

 施策１８  生活習慣病、各種がん疾病などから住民を守るための保健活動の推進 

施策１９  健やかな母子保健活動の推進 

施策２０  健康危機管理対策の推進 

施策２１  国民健康保険の充実 

 
政策７ 医療の充実 

 施策２２  地域医療体制と町立南郷病院の充実 

施策２３  救急医療体制・広域医療体制の整備と充実 

 
政策８ 高齢者福祉の充実 

 施策２４  高齢者が健康で元気に暮らすための対策 

施策２５  高齢者福祉サービスの充実 

施策２６  高齢者を地域で支える社会の形成 

 
政策９ 障害者福祉の充実 

 施策２７  生活支援の充実 

施策２８  暮らしやすい環境づくりの推進 

施策２９  自立支援と社会参加の促進 

 
政策１０ 子育て支援の充実 

 施策３０  働きながら子育てを行う家族を支援するための対策 

施策３１  出産や子育てに不安な家族を支援するための対策 

施策３２  児童虐待を防止するための対策 
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政策６  第１節 保健の充実 

 
施策１８  第１項 生活習慣病、各種がん疾病などから住民を守るための保健活動の推進 

 

【現状と課題】 

 全国的な傾向と同様に本町における死亡原因も、がん、心疾患、脳卒中が高い割合を示しています。 

 これら生活習慣病の予防には正しい知識の普及とともにそれを生活に生かすこと、検診等で早期に

発見し、早期治療に結びつけることが必要です。 

 知識習得の動機づけをする健康教育、相談、個別訪問においては、働き盛りの３０歳代から５０歳

代へのアプローチ２４が難しく、検討課題となっています。 

 検診後の要精検者への受診勧奨体制については、確立されています。一方で、要指導者に対しては、

同じ検査項目で毎年要指導になっている住民がいるなど、受診勧奨体制が不十分となっています。 

 今後、受診勧奨体制の確立と併せ、継続的なかかわりを実践するために、保健師の確保についても

課題です。また、保健指導や心の相談に関する研修参加が少ないことから、研修機会の増加と職員

の資質向上が求められます。 

 

【施策の展開】 

（１） 健康増進法に基づき、疾病の早期発見・早期治療の勧奨と必要な保健指導を行い、住民の健康

保持と生活習慣病の予防に努めます。 

（２） 宮城県の健康増進計画「みやぎ２１健康プラン」における各種検診の受診率目標を達成するた

め、検診会場、日時、個別勧奨、地域に出向いての啓発活動など、受診率の向上に向けた取組み

を推進します。 

（３） 町の健康増進計画や食育推進計画に基づき、今後も健康づくりの環境整備を推進します。 

（４） 生活習慣病予防のほか、自殺防止への取組みとして、民生委員や健康協力員、住民を対象とし

た研修会等を開催するとともに、相談窓口の周知を図ります。 

 

  

                                                  
２４対象とするものに近づくこと。接近すること。 
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【主要な目標】 

意 図 三大疾病（がん、心疾患、脳卒中）による死亡者を減少させる。 

対 象 住民 

指標名 三大疾病による死亡者の割合 

指標の 

考え方 

 宮城県衛生統計における三大疾病（がん、心疾患、脳卒中）による死亡が死亡者

全体の５５．２％となっています。このことから、三大疾病による死亡率の低下を

目標にしました。 

三大疾病（がん、心疾患、脳卒中）÷死亡者×１００ 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

５５．２％ ５５％ ５５％ ５４％ ５４％ ５３％

 

【具体的な取組み】 

（１） 疾病の早期発見・早期治療の勧奨と保健指導の実施 
（２） 各種検診の受診率向上に向けた対策 

（３） 健診事業に係る住民意向調査の実施 

（４） 健康づくりを推進する環境の整備《施策１０、施策１２と連携》 

（５） 自殺予防対策の実施と相談窓口の周知活動の展開 

 
施策１９  第２項 健やかな母子保健活動の推進 

 

【現状と課題】 

 乳幼児等を取り巻く環境が大きく変化する中で、子どもに対する接し方や関わり方についても、

個々の家庭や養育者が抱える問題は多様化しており、状況や内容に応じた個別支援が大切となって

います。 

 虫歯予防対策に取り組むことは、乳児期からの規則正しい食生活習慣を築くとともに、全身の健康

にもかかわることから、検診結果に基づく指導を今後も充実させていく必要があります。 

 

【施策の展開】 

（１） 出産や育児等について、気軽に相談できる環境やその機会を提供し、育児不安の軽減に努めま

す。 

（２） 養育者が育児不安を持ちやすい時期、とりわけ新生児期に個別訪問することで、支援の必要な

家庭を早期に把握し、対応します。 

（３） 養育支援が必要な家庭に対し、関係機関と連携を図り、必要な支援ができるよう取組みます。 

（４） １歳６か月検診におけるフッ素塗布及びブラッシング指導を継続し、幼児健診における虫歯予

防のための保健指導の充実を図ります。 

（５） 元気で健康な子どもを育むために、予防接種未接種者の対策を継続して取組みます。 
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【主要な目標】 

意 図 健やかな成長を支援する。 

対 象 乳幼児及び養育者 

指標名 乳幼児健診受診率の維持 

指標の 

考え方 

乳幼児期における健やかな発育には、乳幼児健診がとても大切です。また、健診

にあわせ「心の相談」を実施しており、健診は相談の機会にもつながっています。

このことから、乳幼児健診の受診率９５％以上を維持することを目標にしまし

た。 

（受診者実数÷受診対象者×１００） 

※４か月児、１歳３か月児、１歳６か月児、２歳児、３歳児及び股関節検査 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

９４．６％ ９５．０％ ９５．０％ ９５．０％ ９５．０％ ９５．０％

 

【具体的な取組み】 

（１） 気軽に利用できる育児相談（親と子の心の相談事業、検診時における心の相談）《施策３１と

連携》 

（２） 新生児及び産婦への早期個別訪問に向けた体制強化（生後２８日以内の訪問） 

（３） 町が独自に行う１歳３か月児検診の継続実施 

（４） 適正な食習慣指導及び幼児歯科検診による虫歯予防対策 

（５） 予防接種未接種者への対策 

  



Meet your smile Touch your heart 

５５ 
 

 

施策２０  第３項 健康危機管理対策の推進 

 
【現状と課題】 

 東日本大震災を踏まえて、災害時要援護者２５の登録者だけでなく、援護が必要な未登録者の把握を

含めた台帳整備が求められます。 

 また、乳児・妊婦などは災害時要援護者の登録の対象者になっていないことから、今後の対応方法

を明らかにする必要があります。 

 災害発生時に、自主防災組織が行う安否確認後の災害弱者の避難先や、受け入れ態勢を具体的に決

めておくことが必要です。 

 

【施策の展開】 

（１） 健康危機管理対策の啓発活動を推進します。 

（２） 災害弱者を事前に把握しておくと同時に、災害発生時における安否確認から避難所運営までの

救済方法と救済体制の整備を進めます。 

（３） 非常時の情報通信手段の確保を図ります。 

 

【主要な目標】 

意 図 災害時の支援体制を確立する。 

対 象 災害時要援護者（乳児、妊婦を含む） 

目 標 乳児、妊婦などを含めた災害時要援護者の支援体制の確立を図ります。 

 

【具体的な取組み】 

（１） 健康危機管理意識の啓発 
（２） 災害時要援護者台帳の運用ルールの明確化《施策２８と連携》 
（３） 民生委員や社会福祉協議会と連携した災害弱者対策の整備 
（４） 災害対応マニュアルの策定 
（５） 災害時における情報通信手段の確保《施策４６と連携》 

（６） 空間放射線量モニタリングポスト２６の設置《施策４６と連携》 

  

                                                  
２５災害時に 1 人では避難が難しい住民のこと。高齢者、要介護者、障害者、難病患者、妊婦、5 歳未満の乳幼児、日本語に不慣

れな外国人等を指す。 
２６放射線を定期的、連続的に監視測定することをモニタリングといい、モニタリングを行うために設置された装置をモニタリングポ

ストと言う。 



顔が見え 声が届く 

５６ 
 

 
施策２１  第４項 国民健康保険事業の充実 

 
【現状と課題】 

 先進医療の発達等により長寿社会を迎えました。その反面、医療費の上昇傾向が続いており、国民

健康保険税への影響のみならず、国民健康保険財政全体が厳しい運営状況にあります。 

 医療費を抑制するためには、定期的な検診の受診などとあわせ、“自分の健康は自分で守る”とい

った住民一人ひとりの健康に対する意識向上が求められます。 
 平成２５年度を目標に市町村国民健康保険事業の都道府県単位化が計画されていることから、その

動向を注視しながら保険事業運営を進める必要があります。 

 

【施策の展開】 

（１） 重複受診の防止策として訪問指導等の徹底を図り、ジェネリック医薬品２７を推奨していきます。 

（２） 特定健康診査等の受診率向上を図り、早期発見、早期治療に努めます。 

（３） 国民健康保険財政の安定化を図るため、国民健康保険税の徴収対策を徹底します。 

 

【主要な目標】 

意 図 国民健康保険事業の安定化を図る。 

対 象 国民健康保険被保険者 

指標名 特定健康診査の受診率 

指標の 

考え方 

 メタボリックシンドローム２８の予防及び改善は、生活習慣病の予防につながり、

医療費の抑制及び安定した国民健康保険事業につながることから、特定健康診査の

受診率の向上を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

４４．６％ ４５．０％ ４７．０％ ４８．０％ ４９．０％ ５０．０％

 

【具体的な取組み】 

（１） 重複受診者の把握と保健師による訪問指導の実施 
（２） ジェネリック医薬品希望カード及びリーフレットの配布 
（３） 特定健康診査などにおける個別検診の実施 
  

                                                  
２７後発医薬品。先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に開発費用が安く抑えられることか

ら、先発医薬品に比べて薬価が安い。 
２８内臓脂肪症候群 
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政策７  第２節 医療の充実 

 
施策２２  第１項 地域医療体制と町立南郷病院の充実 

 

【現状と課題】 

 本町の医療機関は、内科、外科、小児科、眼科及び整形外科を持つ町立南郷病院のほか、２病院、

８医院、１１歯科医院（平成２３年３月末）があります。 

 しかし、町内には、産婦人科や精神科等の診療機関がなく、また、町立南郷病院の小児科も週に１

日、眼科と整形外科にあっては月に２日のみの診療で、多くを近隣市町の医療機関に依存している

のが現状です。 

 町立南郷病院では、内科医及び外科医による在宅訪問診療を実施していますが、高齢化社会の進行

により、在宅医療サービスを必要とする患者が年々増加しています。こうした需要に応えるために

在宅訪問診療の一層の展開が求められています。 

 

【施策の展開】 

（１） 医師の安定的な確保と機能の充実強化から、町立南郷病院を町の医療拠点に位置づけるととも

に、通院手段となる住民バスの運行を継続するなど、交通弱者２９にも通院しやすい環境を整備し

ます。 

（２） 町立南郷病院における外来診療と入院診療を充実させるとともに、今後、新たな需要と期待さ

れる在宅訪問診療の拡充に努めます。 

（３） 町内及び周辺市町の医療機関の協力を得ながら、また、周辺自治体との連携強化を図りながら

地域医療体制の整備を進めます。 

 

【主要な目標】 

意 図 地域医療サービスの充実を図る。 

対 象 住民等 

指標名 在宅訪問診療件数 

指標の 

考え方 

高齢化の進行により、在宅医療サービスを必要とする患者が年々増加する傾向に

あることから、在宅訪問診療回数の増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

５６０件 ５６０件 ５７０件 ５８０件 ５９０件 ６００件

 

  

                                                  
２９自動車中心の社会において、移動を制約される人や交通事故の被害に遭いやすい人を言う。 



顔が見え 声が届く 

５８ 
 

 

【具体的な取組み】 

（１） 地域医療拠点としての町立南郷病院の充実《施策４５と連携》 
（２） 在宅訪問診療の拡充 
（３） 医療機関及び周辺自治体との連携強化 
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施策２３  第２項 救急医療体制・広域医療体制の整備と充実 

 

【現状と課題】 

 必要な救急医療活動を妨げる安易な救急車の利用や、診療時間外の軽症患者の受診が増加していま

す。 

 休日の初期救急医療３０については、遠田郡及び大崎地区の医師会等の協力を得て、在宅当番医制事

業や大崎地域病院群輪番制事業で対応しています。 

 町立南郷病院では、平日夜間を含め初期救急医療を行っています。 

 平日夜間の救急医療や高次の医療機関整備が求められていますが、町単独で整備していくことは実

質的に困難なことから、医療圏単位における検討、整備が必要です。 

 

【施策の展開】 

（１） 救急患者の救命率向上に有効な応急手当等の普及や、救急医療機関の適切な利用についての啓

発活動を推進します。 

（２） 周辺自治体と連携強化を図りながら、大崎医療圏としての救急医療体制の整備、充実を推進し

ます。 

（３） 住み慣れた地域における適切な医療確保のため、町立南郷病院の充実に努めます。 

 

【主要な目標】 

意 図 初期救急医療を維持する。 

対 象 平日夜間・休日の救急急病患者 

指標名 平日夜間・休日の初期救急医療体制が整っている日数 

指標の 

考え方 

遠田郡及び大崎地区の医師会等との連携協力や町立南郷病院での対応により、今

後も、平日夜間・休日の初期救急医療体制を維持していくことを目標としました。

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

３６５日 ３６６日 ３６５日 ３６５日 ３６５日 ３６６日

 

【具体的な取組み】 

（１） 救急医療機関の適正利用の啓発活動の展開 
（２） 救急医療体制の広域的整備の検討 
（３） 大崎市民病院救命救急センターとの連携強化 
 
  

                                                  
３０入院の必要がなく外来で対処できる帰宅可能な患者に対する救急対応 
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政策８  第３節 高齢者福祉の充実 

 
施策２４  第１項 高齢者が健康で元気に暮らすための対策 

 

【現状と課題】 

 本町の高齢化率は、２８．８％（平成２２年国勢調査）と県平均の２２．３％を上回り、県内３５

市町村中１２番目の高い水準となっています。 

 また、一般世帯に占める高齢単身世帯が８．５％、高齢夫婦世帯が１０．４％と、いずれも高い割

合を示しています。 

 今後、団塊の世代が高齢期を迎える中で、少子高齢化、核家族化は一層進んでいくものと予想され

ます。 

 一人ひとりの高齢者ができるだけ住み慣れた地域で自立した生活を送るためには、地域で支える地

域福祉の力が求められるとともに、要介護状態になる前からのそれぞれに応じた予防対策が求めら

れます。 

 こうした中、高齢者自身が健康を維持し、社会参加への促進は重要な課題であり、就業や交流事業

など、生きがいづくりへの支援が必要となっています。 

 シルバー人材センター事業は、公共性、公益性が高い事業であり、事業運営に対する財政支援が求

められます。 

 

【施策の展開】 

（１） 要支援予備軍（二次予防事業対象者）を対象に、要支援状態へ移行しないための介護予防対策

を重点的に展開します。 

（２） 高齢者を要介護状態から守るための取組みを町内の各地域において継続的に展開します。 

（３） クラブ活動、地域活動などを通して、より多くの高齢者が社会活動に参加できるよう支援しま

す。 

（４） シルバー人材センターの活性化等により、高齢者の就業の場を確保します。 
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【主要な目標】 

意 図 ６５歳以上の元気な高齢者の維持、増加 

対 象 ６５歳以上の高齢者 

指標名 ６５歳以上の高齢者のうち要介護認定を受けていない方の割合 

指標の 

考え方 

介護認定を受けることのない６５歳以上の高齢者が多くなれば、元気な高齢者

が多いということになることから、要介護認定を受けていない高齢者の割合を目

標としました。 

介護認定を受けていない高齢者の割合＝１－要介護認定率（介護認定者数÷６

５歳以上の人口×１００） 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

８３．57％ ８３．40％ ８４．00％ ８５．00％ ８６．00％ ８６．00％

 

 

【具体的な取組み】 

（１） 要支援予備軍である二次予防事業対象者の把握 

（２） 介護予防事業（生きがいデイサービス、運動機能向上事業、口腔器の機能向上事業、介護予防

の地区健康教室・啓発事業、認知症サポーター養成講座） 

（３） 高齢者社会活動支援事業（老人クラブ助成、敬老事業） 

（４） シルバー人材センター支援事業《施策４２と連携》 

 
施策２５  第２項 高齢者福祉サービスの充実 

 

【現状と課題】 

 高齢化の進展とともに、介護サービスを必要とする高齢者、またそれを支える家族が地域には増え

ていきます。 
 独居や高齢者世帯が増加する中では、介護保険制度や高齢者福祉サービス等を活用しながらの生活

が必要となります。 
 高齢者や介護している家族が安心して生活が送れるよう、各サービス事業所との連携や見守りの強

化、また、包括支援センターの相談業務の強化が求められます。 
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【施策の展開】 

（１） 支援が必要な高齢者が利用できるよう高齢者福祉サービスを継続的に実施します。 

（２） 高齢者の介護及び支援を行っている家族に対し、その負担を軽減できるよう支援します。 

（３） 高齢者とその家族が安心して生活できるよう、各サービス事業所との連携や地域の見守り体制

の構築を図ります。 

（４） 介護サービス事業所が町内に参入しやすい環境づくりを進め、サービス基盤の整備を促進しま

す。 

（５） 介護保険制度を正しく理解していただくための広報・啓発活動を展開します。 

（６） 認知症に対する対策を推進します。 

 

【主要な目標】 

意 図 高齢者やその家族が安心して生活が送れるサービスの向上を図る。 

対 象 高齢者福祉サービス利用者等 

指標名 高齢者福祉サービスの利用満足度 

指標の 

考え方 

支援を必要とする高齢者やその家族が、安心して生活が送れるよう、利用者の

立場に立った高齢者福祉サービスを確保するため、サービス利用者の満足度の向

上を目標としました。 

※平成２４年度に実施するアンケート調査結果を基準値とします。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― ― 基準値 基準値↑ 基準値↑ 基準値↑ 

 

 

【具体的な取組み】 

（１） 高齢者支援（生きがいデイサービス・外出支援・配食サービス・生活管理指導短期宿泊） 
（２） 介護家族支援（紙おむつ等支給・徘徊高齢者家族支援・介護慰労金支給・サービス事業所との

連携と相談業務の強化・高齢者の疾病や介護についての学習会の開催） 
（３） 支援体制の強化（高齢者世帯の見守り・緊急通報システム・サービス事業所との連携と相談業

務の強化） 
（４） 利用しやすい介護サービスの推進 
（５） 介護保険制度の適正な運用と広報活動 
（６） 認知症対策（相談の実施、認知症サポーター養成講座・認知症や認知症の介護についての学習

会・認知症家族介護者交流会の開催） 
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施策２６  第３項 高齢者を地域で支える社会の形成 

 

【現状と課題】 

 高齢者を地域で支える地域福祉力の向上と地域型福祉社会の形成のために、各種講座や研修会等の

開催を中心に取り組んできました。 

 公的な福祉サービスが発展してきたものの、各種サービスの要件には該当しないニーズや公的な制

度では対応できないニーズ、「孤独死」というような地域社会で見えにくい問題などが多様に潜在

しています。 

 さらに少子高齢化・核家族化が着実に進行している現状を踏まえ、ひとり暮らしの高齢者や高齢者

のみの世帯を地域で支えていく重要性が増しています。 

 自立を支援する各種サービスの充実と併せて、高齢者を地域で支える地域福祉力の向上と高齢者を

含む住民同士がお互いに助け合うといった地域福祉を行う社会の形成が求められてきました。 

 その役割を地域包括支援センターや社会福祉協議会がその専門性を生かして、高齢者はもとより地

域住民を対象に各種の事業を展開しています。 

 今後は、さらに裾野を広げ、老若男女を問わず地域住民を福祉活動につなげていくとともに、地域

包括支援センターを強化し、社会福祉協議会と連携して活動していくことが、重要な課題です。 

 

【施策の展開】 

（１） 高齢者福祉をはじめとし、障害者福祉、母子・父子福祉、児童福祉等の総合的な取組みから、

地域福祉の実現のために地域福祉計画の策定に努めます。 
（２） 美里町総合福祉推進機構やボランティアセンター等の福祉活動を行っている社会福祉協議会

をはじめとする各種福祉関連団体との連携を強化します。 
（３） 地域福祉の推進基盤の充実を図るため、地域課題に取り組む団体やボランティア、人材の育成

活動等を行う団体等の支援を行います。 
 
【主要な目標】 

意 図 地域福祉の推進基盤の充実を図る。 

対 象 住民 

指標名 高齢者福祉等に係るボランティア登録者数 

指標の 

考え方 

高齢者福祉等の推進基盤の充実を図るためには、課題に取り組む団体やボランテ

ィアによる活動が求められることから、ボランティアの登録者数の増加を目標とし

ました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

1,249 人 1,269 人 1,275 人 1,280 人 1,285 人 1,290 人
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【具体的な取組み】 

（１） 地域福祉計画の策定 
（２） 社会福祉協議会等の福祉関連団体との連携強化 
（３） 団体やボランティア等の地域福祉活動に対する支援 
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政策９  第４節 障害者福祉の充実 

 
施策２７  第１項 生活支援の充実 

 

【現状と課題】 

 福祉サービスの利用や親亡き後の権利擁護などに関する相談利用者が増加するとともに、相談内容

が多岐にわたり、問題も複雑化・長期化している現状です。 
 また、障害のある人が利用する福祉サービス等を自分で選び、自分で決めることができるよう適切

な情報提供が必要です。 
 精神障害のある人が福祉サービスの対象となり、利用ニーズが年々増加しています。障害のある人

の障害の状況や特性に応じて、一人ひとりの個性や能力を最大限に伸ばす支援が必要です。 
 障害のある人が住み慣れた地域で自立して生活を営むためには、在宅福祉サービスや日中活動の場

の確保など、計画的な障害福祉サービスの整備が必要です。 
 今後、高齢化に伴う親亡き後の対応が重要課題となっており、グループホーム３１やケアホーム３２の

居住系サービスの基盤整備が必要です。 
 障害者数が年々増加しています。特に、生活習慣病を原因とする障害や精神障害が主なものとなっ

ています。 
 乳幼児期における子どもは、心身の成長期にありますが、発達の遅れや障害が発見される場合があ

り、障害原因の疾病の予防や早期発見・治療が求められています。 
 
【施策の展開】 

（１） 在宅生活の不安解消のため、必要なときに必要な相談に対応できる体制を整備します。 

（２） 判断能力が不十分な障害のある人が安心した生活を送れるよう、権利擁護を推進します。 

（３） 障害のある人がサービスを自己選択、自己決定できるよう情報提供に努めます。 

（４） 町内の障害福祉サービス事業所等を活動拠点として充実します。 

（５） 親亡き後の対応として、グループホーム等の基盤整備を事業者に対し働きかけます。 

（６） 障害原因の疾病の予防と早期発見・早期治療に努めます。 

  

                                                  
３１地域において、共同生活を行う住居施設。相談や日常生活上の援助を行う。 
３２地域において、共同生活を行う住居施設。生活支援員を配置し、入浴、排せつ、食事の介助等を行う。 
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【主要な目標】 

意 図 在宅生活の不安解消と相談体制の充実を図る。 

対 象 障害者及びその家族等 

指標名 障害者相談支援事業所の利用者数 

指標の 

考え方 

地域で自立した生活を送るためには、在宅生活の不安解消と相談体制の充実が求

められることから障害者相談支援事業所の利用者数の増加を目標としました。 

【身体・知的障害】  療育手帳保持者の５年間の伸び率：１.１６％／平成２２年度実績：３４人 

平成２７年度想定：３４人×１．１６％＝３９人 …… ① 

【精神障害】     精神通院利用者の５年間の伸び率：１．５３％／平成２２年度実績：２８人 

平成２７年度想定：２８人×１．５３％＝４３人 …… ② 

【平成２７年度目標】  ①３９人＋②４３人＝８２人 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

６２人 ６６人 ７０人 ７４人 ７８人 ８２人

 

【具体的な取組み】 

（１） 現在、大崎圏域１市４町で委託している相談支援事業所については、今後、町単独で設置し、

相談者の利便性を高め、より身近で寄り添った支援を行います。 
（２） 成年後見制度３３の利用促進を図ります。 
（３） 法制度について、町のホームページや広報紙に掲載し、情報提供を行います。 
（４） 町内の通所サービス事業所、地域活動支援センターを活動拠点とし、事業所と密に連携し日中

活動の場を確保します。 
（５） グループホーム等を運営する事業者の町内参入を図ります。 
（６） 健康診査や精神保健相談、保健指導により障害原因の疾病の早期発見・早期治療に努めます。 
  

                                                  
３３認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護、支援する制度 
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施策２８  第２項 暮らしやすい環境づくりの推進 

 
【現状と課題】 

 障害のある人が、地域で安心して生活していくためには、住民が疾病や障害に対する正しい理解と

認識を深める必要があります。 
 障害に対する理解は浸透しつつあるものの差別や偏見が見受けられ、住民一人ひとりの心のバリア

フリー３４化が求められます。また、障害のある人が、安全に安心して生活し、社会参加するために

は、建築物や道路、公共交通機関の生活環境の整備が必要です。 
 東日本大震災では、多くの尊い人命や財産が奪われ大規模な被害となりました。震災時の障害者支

援では、避難誘導や燃料・食料・物資の調達が十分に行き届きませんでした。今後、大規模地震な

どの災害に備え、要援護者の登録や避難誘導、福祉避難所のあり方などに対応する必要があります。 
 

【施策の展開】 

（１） 障害に対する理解を深める啓発活動を進めます。 

（２） 障害のある人にも、ない人にも、やさしいまちづくりを進めます。 

（３） 防災・防犯への対応に努めます。 

（４） 地域で支え合う輪を広げます。 

 

【主要な目標】 

意 図 障害に対する理解を深める。 

対 象 町内の小学生、中学生及び高校生 

指標名 福祉体験学習・講座の受講者数（延べ人数） 

指標の 

考え方 

障害のある人にとって、暮らしやすい環境となるには、若いときから疾病や障害

に対する正しい理解と認識を深めていただくことが必要なことから、各体験学習や

講座の受講者数の増加を目標にしました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

３９６人 ３１７人 ３２０人 ３５０人 ３７０人 ３９０人

 

  

                                                  
３４障害者や高齢者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）すること。物理的、社会的、制度的、心理

的な障壁、情報面での障壁などすべての障壁を除去するという考え方 
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【具体的な取組み】 

（１） 生涯学習事業での出前講座や美里町社会福祉協議会が行う「キャップハンディ体験」などの福

祉体験学習を支援します。《施策１と連携》 
（２） 障害のある人が利用しやすいように、公共施設、道路などのバリアフリー化を段階的に進めま

す。 
（３） 大規模地震などの災害に備え、避難誘導、福祉避難所の設置など災害支援に対応します。 
（４） 消費者被害を防止するため情報提供や消費者教育を行います。 
（５） 災害時要援護者支援制度に基づき、要援護者登録を進め、災害時をはじめ地域で見守り、助け

合う体制を広げます。《施策２０と連携》 
（６） 美里町社会福祉協議会のボランティア養成を支援し、ボランティア活動の場を提供します。 
 

施策２９  第３項 自立支援と社会参加の促進 

 

【現状と課題】 

 障害のある人もない人も、自立し安定した生活を送るために「働きたい」という意欲は普遍的なも

のです。就労は社会の一員として社会参加し、生きがいを持って生活を送る面からも極めて重要で

す。 
 障害のある人が地域の中で自立して生活していくためには、移動手段や情報等、社会参加するため

の手段の確保が必要不可欠です。 
 また、教育においては、障害のある子どもが将来、自立し社会参加できるよう、一人ひとりの教育

的ニーズを把握し、適切な教育や指導を通じて必要な支援が求められています。 
 
【施策の展開】 

（１） 自立生活を支援するため就労支援を行います。 

（２） 社会参加を図るため外出支援、コミュニケーション支援、スポーツ・レクリエーション活動を

推進します。 

（３） 障害のある子どもの発達段階に応じた一貫した相談支援体制を整備します。 

（４） 学校教育において、障害のある児童・生徒に対する適切な教育と指導を充実します。 
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【主要な目標】 

意 図 一般就労に結びつける。 

対 象 就労を希望する障害者 

指標名 一般就労に結びついた障害者数 

指標の 

考え方 

障害のある人が自立し安定した生活を送るために、就労を希望する障害者を一般

就労に結びつけることを目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

０人 ０人 １人 １人 １人 １人

 

【具体的な取組み】 

（１） 障害のある人の就労支援を図るため、障害のある人の知識・能力向上を図る支援と企業等の障

害に対する理解、啓発を促進します。 
（２） 住民バスの運行、福祉タクシー利用助成により障害のある人の生活圏の拡大を図ります。《施

策４５と連携》 
（３） 重度身体障害のある人に対する移送サービスを検討します。 
（４） 手話通訳者等、要約筆記奉仕員を派遣し、聴覚障害のある人の意思疎通を図ります。 
（５） 障害者福祉協会のスポーツ・レクリエーション活動を支援し、社会参加を促進します。 
（６） 教育、医療、福祉、労働等の関係機関が一体となり一貫した相談支援体制の整備から、障害の

ある子どもが発達段階に応じて、適切な教育や指導を受けることができるようにします。 
（７） 障害のある児童・生徒が地域の小・中学校に通学できるよう適切な特別支援教育を実施します。 
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政策１０  第５節 子育て支援の充実 

 
施策３０  第１項 働きながら子育てを行う家族を支援するための対策 

 

【現状と課題】 

 少子化は、社会保障制度の後退や低迷する経済情勢を背景に、晩婚化、初子出産の高齢化、ディン

クス（夫婦共稼ぎ子どもなしの世帯）やシングル志向の増加など様々な要因によるもので、国の少

子化対策においても思うような成果が見られません。 

 少子社会においては、安心して健やかに育てられる子育て環境がより一層求められます。 

 本町では、待機児童３５の解消を図るため、認可外保育施設３６入所児童の保護者に対する助成金制度

を実施してきましたが、本制度の運用だけでは、待機児童を解消するための対策に限界があります。 

 今後は、現在、国で検討している「子ども子育て新システム」による「総合こども園」の整備、家

庭保育福祉員（保育ママ３７）制度の導入等により、待機児童の解消を図る必要があります。 

 

【施策の展開】 

（１） 保育園（所）における延長保育と一時預かり、学童保育、障がい児保育を継続、充実します。 

（２） 「子ども子育て新システム」による幼児期の学校教育・保育の一体的提供、保育の量的拡大、

家庭における療育支援の充実を推進します。 

（３） 家庭保育福祉員（保育ママ）制度の導入等により、待機児童の解消を図ります。 

（４） 育児を支援する各種制度の円滑な推進に努めるとともに、家庭における男性の子育てへの参加、

啓発に努めます。 

 

【主要な目標】 

意 図 各種子育て支援制度の充実を図る。 

対 象 子育てを行う家族 

指標名 保育園（所）における待機児童数 

指標の 

考え方 

子育て支援には、保育園（所）の受け入れ態勢の充実が不可欠なことから、待機

児童数の解消を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

８人 １０人 １０人 ５人 ０人 ０人

 

  

                                                  
３５認可保育所への入所希望をしているが、定員に達するなどして入所を待機している児童 
３６児童福祉法に基づく認可を受けていない保育施設 
３７日中保育できない保護者に代わって、主に 3 歳未満の子どもを家庭で預かる保育者、あるいは保育施設の総称 
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【具体的な取組み】 

（１） 延長保育、一時預かり、学童保育及び障がい児保育事業の継続と充実 

（２） 「総合こども園」の整備推進 

（３） 小規模保育事業者としての、認可外保育施設の継続支援 

（４） 家庭保育福祉員（保育ママ）制度の導入検討 

（５） 育児を支援する各種制度についての周知及び啓発《施策５３と連携》 

（６） 保育園（所）と幼稚園の連携・融合の推進（幼保一体となった取組みの推進）《施策１１と連

携》 

 

施策３１  第２項 出産や子育てに不安な家族を支援するための対策 

 

【現状と課題】 

 育児に悩む母親が育児ノイローゼとなり、やがては子どもの虐待につながるケースが全国的に見ら

れます。 

 子育て支援センター２か所での「遊びの広場」は、毎日、親子で賑わっています。 

 専従職員が１人のため、行事等が思うように実施できない状況にあります。 

 

【施策の展開】 

（１） 「子ども子育て新システム」における「子ども子育て支援事業」として、子育て支援センター

の機能を強化します。 

（２） これから親になろうとする若い世代に対し、妊娠や出産、子育て、乳幼児教育の正しい知識の

習得を図ります。 

（３） 子育て支援センター以外にも身近なところで、気軽に相談できるよう、保育園（所）、児童館、

幼稚園、子ども家庭課に個別の相談窓口を設置します。 

 

【主要な目標】 

意 図 子育ての不安解消を図る。 

対 象 子育て支援センター利用者等 

指標名 子育てに不安を抱く人の割合 

指標の 

考え方 

子育て支援センターの利用者等に対し、アンケート調査を実施。「不安」と回答

した利用者の割合を低下させることを目標としました。 

※平成２４年度に実施するアンケート調査結果を基準値とします。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― ― 基準値 基準値↓ 基準値↓ 基準値↓ 

 

  



顔が見え 声が届く 

７２ 
 

 

【具体的な取組み】 

（１） 子育て支援センターの職員体制と事業内容の充実 

（２） 赤ちゃんふれあい体験等家庭教育に関する学習機会の提供《施策１と連携》 

（３） 各施設への相談窓口の設置による相談体制の拡充《施策１９と連携》 

 
施策３２  第３項 児童虐待を防止するための対策 

 

【現状と課題】 

 児童虐待に対する住民の理解度はまだ低く、身体的虐待のみと考えている人が多いのが現状です。 

 実際に、身体的虐待以外にも養育の放棄等が多く、支援と見守りを要するケースが増加しているこ

とから、児童虐待に対する住民の理解度を高める必要があります。また、理解度の高まりが要保護

児童の早期発見など、地域ぐるみの見守りに発展させていくことが必要です。 

 要保護児童対策地域協議会は、調整機関として子育て支援センターが調整事務を行い、各学校等の

教員、保健師等が支援対応に当たっているところです。 

 児童虐待の早期発見と迅速な対応が必要なことから、子育て支援センターの組織強化が必要です。 

 

【施策の展開】 

（１） 地域全体で児童虐待についての理解を深め、子どもが発信している小さなサインを見逃さない

環境づくりに取組みます。 

（２） 児童虐待の早期発見と迅速な対応を確保するため、関係機関や地域、子育て支援センターが強

い連携をもてるネットワークづくりを推進します。 

 

【主要な目標】 

意 図 児童虐待の防止を図る。 

対 象 要保護児童及び保護者等 

目 標 

要保護児童数が増加している状況にあります。要保護児童対策協議会をはじ

め、関係機関とともに支援と見守りを行いながら、要保護児童の終結に努めま

す。 

 

【具体的な取組み】 

（１） 児童虐待の防止を推進するための啓発事業の展開 

（２） 子育て支援センターの組織強化とネットワークづくり 
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第３章 力強い産業がいきづくまちづくり 
地域の持続的な発展のためには、地域産業の活性化が不可欠であり地域活力の源でもあります。 
近年、自動車関連産業、高度電子産業及び食品関連産業の県内への集積が進んでいることから、新規

参入や取引拡大等、既存企業による内発型の活性化を引き続き支援するとともに、企業誘致等により、

新たな雇用の創出と安定化を図る必要があります。また、農商工連携や６次産業化に向けた取組みを進

めるなど、地域産業の新たな展開を生み出すことが、本町の主要課題の一つです。 
 

政策１１ 農林業の振興 

 施策３３  担い手を育成・確保するための対策 

施策３４  水田農業の安定生産と省力化・低コスト化の促進 

施策３５  活力ある園芸産地の育成 

施策３６  畜産経営の確立 

施策３７  食の安全・安心の確保 

施策３８  豊かでにぎわいのある農業農村生活の推進 

 
政策１２ 商工サービス業の振興 

 施策３９  商業・サービス業を振興させるための対策 

施策４０  工業を振興させるための対策 

 
政策１３ 観光・物産の振興 

 施策４１  観光・物産を振興させるための対策 

 
政策１４ 雇用の創造 

 施策４２  安定した雇用を確保、創造するための対策 
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政策１１  第１節 農林業の振興 

 
施策３３  第１項 担い手を育成・確保するための対策 

 

【現状と課題】 

 我が国の農業は食料の供給のみならず、水・緑・環境の維持や地域の再生を図る上でも重要です。 

 食料自給率は３９％と低迷した状態にあり、農業経営の安定、食料自給率の向上と農業の多面的機

能を維持するため、農業者戸別所得補償制度３８が導入されました。 

 本町においては、ほ場の大区画化が進み認定農業者３９や集落営農組織４０等、担い手への農地の利用

集積が図られ、米以外の作物では麦・大豆の生産が定着してきています。しかし、基幹的農業従事

者の約６割が６５歳以上となるなど、高齢化が進行しており、地域農業を維持していくためにも後

継者の育成・確保が急務です。 

 さらに、価格低迷、産地間競争の激化など、農業を取り巻く環境は一層厳しい状況にあり、本町の

農業生産を担っている経営体を維持し、発展させるためにも、継続した支援が必要です。 

 

【施策の展開】 

（１） 次代を担う経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図ります。 

（２） 農業後継者の育成を、農業教育関係機関や各農業関係機関等と連携を図りながら支援します。 

（３） 集落営農組織の法人化に向けた支援を行います。 

（４） 個別経営体の経営改善の支援を各農業関係機関と連携を図りながら実施します。 

 

【主要な目標】 

意 図 経営感覚に優れた担い手や経営体の育成確保を図る。 

対 象 農業経営者等 

指標名 認定農業者数 

指標の 

考え方 

基幹的農業従事者の約６割が６５歳以上となるなど、高齢化が進行し、後継者不

足が心配されていることから、平成２２年度の実績値を維持することを目標としま

した。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

１９９人 ２００人 ２００人 ２００人 ２００人 ２００人

 

  

                                                  
３８米などの農産物について、販売価格が生産コストを下回った場合に、国がその差額分を補償する制度 
３９農業経営基盤強化促進法に基づき農業経営改善計画を作成し、市町村の認定を受けた農業経営者 
４０集落を単位として営農を行う組織。農地の合理的な利用や機械・施設の共同利用、共同で農作業を行う。 
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【具体的な取組み】 

（１） 新規就農者の育成支援 
（２） 集落組織活動推進事業 
（３） 生産組織等育成支援事業 
（４） 農業者戸別所得補償制度推進事業《施策３４、施策３７と連携》 
（５） 認定農業者連絡協議会事業 
（６） 農商工連携４１や６次産業化４２の推進《施策３５、施策３９と連携》 
 

施策３４  第２項 水田農業の安定生産と省力化・低コスト化の促進 

 

【現状と課題】 

 ほ場整備事業の実施に伴い、認定農業者や集落営農組織等、担い手に農地の利用集積が進み、米を

基幹に麦及び大豆の作付地の固定化や団地化が定着してきています。また、生産コストの低減・労

力の軽減が進んでいます。 

 今後は、新たな土地利用型作物の導入をはじめ、畜産農家との耕畜連携４３を図り、生産コストの低

減と商品競争力のある水田農業経営の確立が求められています。 

 

【施策の展開】 

（１） 基幹作物である水稲については、環境保全米の取組みの推進を図り、消費者・需要者から求め

られる米づくりを推進します。 

（２） 農業者戸別所得補償制度により、水稲を基幹に麦、大豆、飼料作物等の生産拡大とともに汎用

水田の有効利用を図ります。 

（３） 直播等の先進技術の導入による省力化・低コスト化に努めます。 

（４） 国営かんがい排水事業等で整備された土地改良施設については、関係機関・団体との連携によ

る管理体制を強化し、維持管理コストの縮減と施設の長寿命化を図ります。 

  

                                                  
４１地域の基幹産業である農業と商業、工業等との連携を強化し、相乗効果を発揮していくような取組みを推進すること。 
４２生産（第 1 次産業）だけでなく、製造加工（第 2 次産業）、流通販売（第 3 次産業）にも主体的、総合的に関わり合うことで高付加

価値化を図ろうという考え方 
４３米や野菜等を生産している耕種農家が畜産農家から堆肥の供給を受けたり、転作田等で飼料作物を生産し、畜産農家へ供給

したりする等，耕種と畜産の連携を図る取組み。 
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【主要な目標】 

意 図 農業生産の省力化及び低コスト化を図る。 

対 象 水稲農家及び農地 

指標名 直播等を導入した農地面積 

指標の 

考え方 

 生産コストの低減、労力の軽減を図るため、直播等の先進技術を導入する農地面

積の拡大を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

２８．２ha ３２．６ha ３４．０ha ３５．０ha ３７．０ha ４０．０ha

 

意 図 農地の利用集積率を向上させ、低コスト化を図る。 

対 象 ほ場整備完了地内の農地 

指標名 農地利用集積率 

指標の 

考え方 

高いほ場整備率を生かし、農地の流動化を促進し生産コストの低減を図るため、

農地の利用集積率の向上を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

７７.14％ ９０.00％ ９０.00％ ９０.00％ ９０.00％ ９０.00％

 

【具体的な取組み】 

（１） 環境保全型農業４４支援事業《施策３７と連携》 
（２） 農業経営基盤強化促進事業 
（３） 農業者戸別所得補償制度推進事業《施策３３、施策３７と連携》 
（４） 病害虫等防除事業 
（５） ほ場整備促進事業 
（６） かんがい排水事業 
（７） 土地改良施設管理事業 
  

                                                  
４４農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環

境負荷の軽減に配慮した持続的な農業 
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施策３５  第３項 活力ある園芸産地の育成 

 

【現状と課題】 

 本町には、全国的にも有数な生産量と質の良さを誇る「バラ」の生産施設など、施設園芸を経営の

柱に取り組む大規模な経営体が見られます。 

 地域内で生産される農作物の消費拡大を促進し、地域内流通を高めるとともに、安心・安全な農作

物を安定供給する取組みを推進することが必要です。 

 青果物は、気象条件などにより、販売価格に影響が出やすく価格補償の充実を図る必要があります。

また、制度見直しにより価格補償の対象から除外される品目もあることから、事業を安定的に継続

し、産地の維持・拡大を図っていかなければなりません。 

 

【施策の展開】 

（１） 施設園芸については、園芸特産重点強化整備事業等の活用により、周年出荷体制の確立と団地

化の推進により生産拡大を図り、特色のある産地化を目指します。 

（２） 汎用水田の有効利用により、地域振興作物の生産を推進し、収量の確保と品質の向上を図り、

産地化を目指します。 

（３） 町の特産品である「北浦梨」の生産拡大を図り、また、新規導入作物の生産拡大を促進します。 

（４） 農産物直売所（花野果市場等）への安定供給を行うため、町内農産物の供給確保に努めます。 

（５） 契約栽培に取組み、農業経営の安定化を図ろうとする農業者の支援を行います。 

（６） 町内農産物等を活用した、６次産業化や農商工連携に取組みます。 

 

【主要な目標】 

意 図 園芸作物の産地化を図る。 

対 象 地域振興作物（１１品目） 

指標名  地域振興作物の作付面積 

指標の 

考え方 

特色ある園芸の産地化を目指すため、汎用水田を利用した地域振興作物の園芸団地

作付面積の拡大を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

２１ｈａ ３４ｈａ ３５ｈａ ３６ｈａ ３８ｈａ ４０ｈａ
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【具体的な取組み】 

（１） 園芸生産組織等育成支援事業 
（２） 園芸特産重点強化整備事業 
（３） 農商工連携や６次産業化の推進《施策３３、施策３９と連携》 
（４） 契約栽培モデル事業 
（５） 果樹生産振興事業 
（６） 宮城県青果物価格安定補償事業 
（７） 産学官連携による特産品の開発《施策３８、施策３９、施策４１と連携》 
 

施策３６  第４項 畜産経営の確立 

 

【現状と課題】 

 飼養農家の高齢化、後継者不足による農家戸数及び飼養頭数が減少しています。 

 口蹄疫やＢＳＥ、アカバネ病等の防疫と発生時における関係機関との連携強化が必要です。 

 消費者の信頼に応え、食の安全・安心の確保が、より一層求められています。 

 また、飼料用米の稲わらの利用など、飼料自給率の向上を図るため耕畜連携の取組みを促進しなけ

ればなりません。 

 

【施策の展開】 

（１） 和牛改良の推進、優良系統素牛導入、飼養管理能力の向上を推進するとともに、耕畜連携によ

り粗飼料自給率の向上を図ります。 

（２） 口蹄疫やアカバネ病の被害を未然に防止するため、ワクチン接種率の向上及び家畜防疫の徹底

を図ります。 

（３） 家畜排せつ物の処理管理の適正化に努めます。 

 

【主要な目標】 

意 図 畜産経営の安定化を図る。 

対 象 畜産農家等 

指標名 肉用牛の飼養頭数 

指標の 

考え方 

後継者不足等により畜産農家戸数が減少しています。経営規模の拡大を図りなが

ら、肉用牛の飼養頭数を維持していくことを目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

1,975 頭 1,975 頭 2,000 頭 2,000 頭 2,000 頭 2,000 頭
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【具体的な取組み】 

（１） 畜産組織育成事業 
（２） 肥育素牛導入支援事業 
（３） 優良繁殖牛導入支援事業 
（４） 家畜防疫対策事業 
 

施策３７  第５項 食の安全・安心の確保 

 

【現状と課題】 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機として、放射能による食の安全・安心に対する消費者

の関心が、より一層高まっています。 

 消費者の信頼に応え、食の安全・安心の確保に一層努めていかなければなりません。 

 

【施策の展開】 

（１） 安全・安心な生産物・加工品の供給を基本に、食品品質表示及び栽培・生産履歴の徹底に努め

るとともに、放射能物質の検査体制の整備を図ります。 

（２） 環境保全型稲作技術の標準化を目指し環境保全米づくりを促進します。 

（３） 耕畜連携による良好な土づくりを推進します。 
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【主要な目標】 

意 図 安全・安心な食を確保する。 

対 象 農業経営者 

指標名 環境保全米の作付面積 

指標の 

考え方 

環境保全型稲作技術の導入及び標準化を図り、安全・安心な米づくりを推進す

るため、環境保全米の作付面積の拡大を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

８００ha ８００ha 1,000ha 1,100ha 1,400ha 1,700ha

 

【具体的な取組み】 

（１） 放射能測定検査体制の整備《施策４６と連携》 
（２） 農業者戸別所得補償制度を活用した環境保全米の推進《施策３３、３４と連携》 
（３） 環境保全型農業支援事業（施策３４と連携》 
 

施策３８  第６項 豊かでにぎわいのある農業農村生活の推進 

 

【現状と課題】 

 本町の生産基盤である農地を十分に生かし、基幹産業である農業の活性化と農業経営基盤の強化を

図るため、農業振興計画に基づき、関係機関との連携のもと、農業施策を展開してきました。 

 消費者ニーズに応じた農業の展開、地産地消の促進、都市と農村との交流連携を深めるとともに、

付加価値を高める農畜産加工品の取組みが求められています。 

【施策の展開】 

（１） 農産物直売所（花野果市場）をヒトとモノ、情報が行き交う拠点と位置づけ、一層の充実を図

ります。 

（２） イベントの開催や農業体験などを通して、都市と農村及び消費者と生産者の交流を促進します。 

（３） 地産地消の促進及び食育を推進する観点から、学校給食で可能な限り、町内産農畜産物の使用

を促進するとともに、併せて、安定した供給体制を確立します。 

（４） 魅力ある農業農村を築くため、快適な農村生活環境、公園及び周辺の緑豊かな景観づくりを目

指します。 
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【主要な目標】 

意 図 豊かでにぎわいのある農業農村生活を築く。 

対 象 消費者及び生産者 

指標名 農産物直売所「花野果市場」の来客数 

指標の 

考え方 

消費者と生産者の交流など、ヒト・モノ・情報が行き交うことは、豊かでにぎ

わいのある農業農村生活につながります。その拠点の一つとして、花野果市場の

来客数を今後も維持していくことを目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

317,000 人 268,000 人 300,000 人 300,000 人 300,000 人 300,000 人

 

【具体的な取組み】 

（１） 都市の農村及び消費者と生産者の交流促進《施策５８と連携》 
（２） 農産物直売所（花野果市場）施設管理事業《施策４１と連携》 
（３） 交流の森・交流館（でんえん土田畑村）施設管理事業《施策４１と連携》 
（４） 町民農園（生きがい農園）施設管理事業 
（５） 地産地消の推進《施策１０と連携》 
（６） 産学官連携による特産品の開発《施策３５、施策３９、施策４１と連携》 
（７） 農地・水保全管理対策事業 
（８） 農業振興地域整備計画の策定 
（９） 農村婦人の家施設管理事業 
（１０） 松くい虫防除事業 
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政策１２  第２節 商工サービス業の振興 

 
施策３９  第１項 商業・サービス業を振興させるための対策 

 

【現状と課題】 

 長引く景気低迷、郊外型の大規模小売店との競合により、地元商店街の売上は伸び悩んでいます。

また、後継者不足、資金繰り等の諸問題が発生しています。 

 これらの課題に対応するには、これまでの経営に対する意識の変革や時代の変化に柔軟に対応する

ことが不可欠となっています。 

 事業者自らが改革へ取り組むことによって、経営力の向上、後継者不足等の諸課題の解決が期待さ

れます。 

 改革に取り組んでいる事業者に対して、商工会と連携した経営指導や外部専門家を活用した支援等

が求められます。 

 

【施策の展開】 

（１） 商店街の実態と課題を調査し、商店街の「あるべき姿」を検討し、消費者ニーズにきめ細かに

応じた展開を推進します。 

（２） 商工会と連携し、経営革新、農商工連携、知的財産、下請取引等に関する支援を強化し、経営

基盤の強化を図ります。 

（３） 高齢化等の社会問題に対応したサービス展開を推進し、地域に密着した身近な商店街づくりを

推進します。 

（４） 異業種交流４５を促進するとともに、農業等との連携による特産品開発やブランド化４６を支援し

ます。 

 

【主要な目標】 

意 図 地域に密着した身近な商店街づくりを図る。 

対 象 町内の商店街 

指標名 町内の商店街会員数 

指標の 

考え方 

地域に密着した身近な商店街の存在が、改めて見直されています。このことか

ら、町内商店街会員数を維持していくことを目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

２２３ １５４ １５０ １５０ １５０ １５０

 

  

                                                  
４５個人や企業が、所属している業種と異なる業種と交流や提携、協力すること。 
４６地域の特性を生かして、商品の付加価値を高めること。 



Meet your smile Touch your heart 

８３ 
 

 

【具体的な取組み】 

（１） 商店街等の回遊性を高めるための支援 
（２） 事業者変革活動への支援 
（３） 経営相談、経営指導による支援 
（４） 資金調達への支援 
（５） 高齢者世帯等の生活支援サービスの検討 
（６） 異業種交流の促進《施策３３、施策３５と連携》 
（７） 特産品の開発支援、販路拡大に向けた支援《施策４１と連携》 
（８） 産学官連携による取組みの推進《施策３５、施策３８と連携》 
 

施策４０  第２項 工業を振興させるための対策 

 
【現状と課題】 

 自動車関連産業、高度電子関連産業及び食品関連産業の宮城県内への集積が進んでいます。 

 自動車や高度電子関連産業への参入拡大を図るため、平成２０年度に 1 社、平成２３年度に２社に

対し、設備投資の支援を行ってきました。 

 今後も、宮城県、関係機関・団体と連携した誘致活動の展開が求められます。 

 町内企業においては、急速に変化する経済環境に対応できる経営基盤の強化が求められています。 

 国・県等の各種支援事業を活用している企業は一部にとどまっていることから、ニーズの把握に努

め、各種事業とのマッチング４７を図る体制が必要です。 

 国土交通省が平成２１年８月に決定した東北圏広域地方計画において、「美里町における既存鉄道

網等と港湾を活用した検討等、物流に関する調査・研究を促進する。」とされています。 

 宮城県が平成２２年３月に決定した大崎広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、

「小牛田地域には、鉄道を活用した物流拠点の整備を促進し、環境にやさしい産業活動、輸送シス

テムの拠点を形成する。」とされています。 

 

【施策の展開】 

（１） 商工会と連携し、ものづくり研究開発支援、知的財産下請取引、省エネ化、ＩＴ活用等に関す

る支援を行い、中小企業の経営基盤の強化を図ります。 

（２） 企業ニーズや動向を把握し、各支援機関や支援策などとのマッチングを図る体制を整備します。 

（３） 起業や新規分野を開拓する意欲ある企業への支援を図ります。 

（４） 積極的な誘致活動を継続し、新規企業の進出や既存企業の規模拡大が円滑に進められるよう支

援します。 

  

                                                  
４７需要側と供給側のニーズの調整を行うこと。 
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【主要な目標】 

意 図 中小企業の経営基盤の強化を図る。 

対 象 製造業等の事業所 

指標名 町内製造品等出荷額 

指標の 

考え方 

町内企業の活性化を支援するとともに企業誘致の実現により、製造品出荷額の

増加を目標としました。 

目標値 

Ｈ２２ 

（H21年値） 

Ｈ２３ 

（H22年値）
Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

２４４億円 ２４７億円 ２５０億円 ２６０億円 ２７０億円 ２８０億円

 

【具体的な取組み】 

（１） 中小企業者の経営相談、経営指導支援の実施 
（２） 中小企業者の資金調達支援 
（３） 企業ＯＢ等を活用した、経営支援の実施 
（４） 企業誘致活動の展開《施策４２と連携》 
（５） 企業立地セミナーの開催 
（６） 鉄道を活用した物流拠点の整備促進活動 
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政策１３  第３節 観光・物産の振興 

 
施策４１  第１項 観光・物産を振興させるための対策 

 

【現状と課題】 

 観光資源の発掘と観光ネットワークの形成については、平成２０年度に県内初の実施となった仙

台・宮城デスティネーションキャンペーン４８などの取組みを通じ展開してきました。 

 また、美里町物産観光協会の設立を支援し、同協会との連携により首都圏での物産展の開催や観光

ＰＲイベントを実施しています。 

 観光関係者などが中心となり、福島県会津美里町との新たな交流が進められています。 

 観光物産の振興のためには、民間のノウハウ４９を生かし、本町の特性を生かした体験型・学習型の

観光等、新たな視点による事業展開が必要です。 
 また、本町の農産物は貴重な観光資源でもあることから、ブランド化に向けた取組みが求められて

います。 
 

【施策の展開】 

（１） 民間活力により、地域産業に結びついた観光物産振興事業を推進します。 
（２） 近隣市町との連携による広域観光を推進します。 
（３） 美里ブランドとして特産物の積極的な情報発信を行うとともに販路拡大に取組みます。 
 
【主要な目標】 

意 図 入込客数を増加させる。 

対 象 観光客等 

指標名 観光客入込客数 

指標の 

考え方 

 観光産業は裾野の広い産業と言われていることから、観光客入込客数の増加を

目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

426,943 人 385,000 人 426,000 人 445,000 人 447,000 人 450,000 人

 

  

                                                  
４８関係自治体や地元観光関係者と JR６社が協力、一体となって実施する大型観光キャンペーン 
４９ある専門的な技術やその蓄積のこと。 
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【具体的な取組み】 

（１） 地域資源の再発見、掘り起こし活動の支援 
（２） 物産・観光関連組織の支援《施策３８と連携》 
（３） 各種観光イベントの開催支援 
（４） 各種情報媒体を利用したＰＲ活動の充実 
（５） 近隣市町との連携による広域観光の推進 
（６） 町の農産物等を活用した特産品の開発支援、販路拡大への支援（施策３５、施策３８、施策３

９と連携》 
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政策１４  第４節 雇用の創造 

 
施策４２  第１項 安定した雇用を確保、創造するための対策 

 

【現状と課題】 

 景気不安が慢性化しており、若年者の高い失業率や不安定な就労形態等、雇用環境の悪化が全国的

な社会問題となっています。 
 古川公共職業安定所管内の有効求人倍率は、若干上昇してきていますが、東日本大震災の影響によ

る建設業や運輸業等の復興関連以外の求人は、依然として厳しい状況となっています。 
 こうした中、ハローワーク５０と連携した就業支援や国、県の雇用創出基金事業を活用した雇用対策

事業の取組みのほか、平成２２年度から雇用拡大奨励金交付事業を実施し、若年労働者の雇用促進

に努めています。 
 しかし、若年者が希望する職業とのアンマッチ５１等により、思うような地元雇用の拡大には結びつ

いていません。 
 雇用の確保のためには、雇用機会の新たな創出が求められることから、企業立地の取組みや既存企

業の事業拡大などに対する支援が求められます。 
 

【施策の展開】 

（１） 関連機関と連携しながら就業情報を効果的に収集し、広く周知を図ります。 

（２） 企業が求める人材と求職者との雇用のアンマッチの解消に努めます。 

（３） 国等が実施する緊急経済雇用対策に速やかに対応し、雇用の創出を図ります。 

（４） 商工業振興施策の充実により、町内企業の雇用機会を促進します。 

（５） 企業立地を推進し、新たな雇用機会の確保に努めます。 

（６） 高年齢者及び障害者の雇用機会の拡大を推進します。 

 

【主要な目標】 

意 図 雇用機会の創出を図る。 

対 象 就職を希望している住民 

指標名 雇用奨励金（美里町企業立地奨励金）の適用者数（累積人数） 

指標の 

考え方 

雇用の確保のためには、雇用機会の新たな創出が求められることから、雇用奨励

金制度の適用数の増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

０人 ０人 ２０人 ５０人 ８０人 １００人

  

                                                  
５０公共職業安定所のこと。 
５１合わないこと。一致しないこと。 
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【具体的な取組み】 

（１） 関係機関との連携による雇用に関する情報の提供《施策５３と連携》 

（２） 地元雇用の拡大促進 

（３） 職業能力向上のための職業訓練施設等の活用促進 

（４） インターンシップ５２等職業意識醸成の取組みの推進 

（５） 国等の雇用対策事業の活用 

（６） シルバー人材センター支援事業（施策２４と連携》 

（７） 企業誘致推進事業（施策４０と連携》 

 

 
  

                                                  
５２学生が在学中に自分の専攻に関連した就職体験を行うこと。会社などでの実習訓練期間 
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第４章 くらしやすさを実感できるまちづくり 
平成１５年に発生した宮城県北部連続地震、平成２３年に発生した東日本大震災は、町内に甚大な被

害をもたらしました。再び大規模な地震が発生する可能性があるとも言われています。 
災害から大切な生命、財産を守るため、日ごろから災害に対する様々な「備え」が強く求められてい

ます。また、地震のみならず、あらゆる災害に対応するための町の防災体制、災害発生時の体制の充実

強化及び「地域の」「地域による」「地域のための」防災活動の活性化は、安全で安心なまちづくりを実

現する大切な取組みであり、本町の主要課題の一つです。 
 
政策１５ 地域基盤の確立 

 施策４３  計画的な土地利用と市街地形成を進めるための対策 

施策４４  安全・安心な道路等を整備するための対策 

施策４５  公共交通網を確立するための対策 

 
政策１６ 生活安全の確保 

 施策４６  安全、安心な防災・消防・救急体制を確立するための対策 

施策４７  安全、安心な交通環境、防犯対策を確立するための対策 

施策２０  （再掲）健康危機管理対策の推進 

 
政策１７ 環境･景観の保全・創造 

 施策４８  環境美化の推進と自然環境の保全 

施策４９  生活環境の保全と公衆衛生対策 

 
政策１８ 居住環境の質の向上 

 施策５０  快適で安全な生活環境、住宅環境を整備するための対策 

施策５１  水道水を安定して供給するための対策 

施策５２  下水道を普及推進するための対策 
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政策１５  第１節 地域基盤の確立 

 
施策４３  第１項 計画的な土地利用と市街地形成を進めるための対策 

 

【現状と課題】 

 ＪＲ小牛田駅の西側に従来からの市街地が形成され、一方の東側には、土地区画整理事業による新

たな分譲宅地と市街地の形成が進められています。 
 今後も、都市計画マスタープランの整備方針に基づき、合理的な土地利用の促進や市街地の環境整

備、都市機能の向上を目的に無秩序な拡大を防止しつつ、安全性、快適性、利便性等に十分配慮し

た市街地等の開発を調整していく必要があります。 
 

【施策の展開】 

（１） 本町には、１４の都市公園、６か所の児童遊園、６０か所のチビッコ広場があり、住民の憩い

の場として利用されています。これからも良好な空間を提供するために、引き続き地域住民と協

働で維持管理に努めます。 
（２） ゆとり～と小牛田の良好な住環境を維持し、住環境の調和を図った一定規模の店舗等を誘導し

ます。 
（３） 昭和３８年に計画決定され、未整備のまま現在に至っている都市計画道路については、現在の

土地利用状況を踏まえながら見直しを行います。また、道路網形成の要となる駅東西を結ぶ動線

確保についても継続的に検討を進めます。 
 

【主要な目標】 

意 図 良好な住環境を維持する。 

対 象 都市公園 

指標名 地域と協働で維持管理を行っている都市公園数 

指標の 

考え方 

良好な空間を提供するため、きめ細かな維持管理が求めらています。今後、整備

が予定される都市公園も含め、地域と協働で維持管理を行う都市公園数の増加を目

標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

１３箇所 １３箇所 １３箇所 １３箇所 １５箇所 １６箇所

 

【具体的な取組み】 

（１） 都市計画審議会の設置・運営 
（２） 小牛田駅東部地区の良好な住環境の維持推進 
（３） 小牛田駅東西自由通路の維持管理 
（４） 住民と行政が協働する公園の維持管理 
（５） 都市公園維持管理事業 
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施策４４  第２項 安全・安心な道路等を整備するための対策 

 
【現状と課題】 

 本町には国道２路線（１０８号、３４６号）、県道８路線のほか、約１，０００路線・延長５００

ｋｍの町道があり、適切な維持管理及び利便性の向上が求められるとともに、計画的な維持・整備

を確実に実施していく必要があります。 

 少子高齢化社会の一層の進行や成熟社会を迎え、子どもや高齢者、障害のある人等、交通弱者にも

配慮した道路環境整備が必要となります。 

 

【施策の展開】 

（１） 安全・安心な道路の整備及び効率的な管理に努めます。 
（２） 快適で利便性の高い道路ネットワークの整備を推進します。 
（３） 子どもや高齢者、障害のある人等の交通弱者の安全対策を推進します。 
（４） 道路災害に対応する体制を整備します。 
 
【主要な目標】 

意 図 安全・安心な道路管理を推進する。 

対 象 住民 

指標名 道路に対する地域の満足度 

指標の 

考え方 

成熟社会を迎え子どもや高齢者、障害のある人等にも配慮した道路環境整備が

求められています。地域の実情に精通している行政区長等を対象にアンケート調

査を実施。道路に対する満足度の向上を目標としました。 

※平成２４年度に実施するアンケート調査結果を基準値とします。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― ― 基準値 基準値↑ 基準値↑ 基準値↑ 
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【具体的な取組み】 

（１） 定期的な道路パトロール及び応急対応 
（２） 道路の清掃、植樹剪定等の実施 
（３） 道路施設（照明灯、安全施設等）の点検及び修繕等の実施 
（４） 道路交通を確保する除草、除融雪の実施 
（５） 緊急対応の業務委託 
（６） （仮称）道路行政推進計画の策定と計画的な補修工事及び道路整備の実施 
（７） 国道・県道の道路環境の改善要望 
（８） 道路交通動態の把握と分析 
（９） 町道路線網の見直し 
（１０） 子どもが安全に通行できる歩行スペースを確保するための通学路等、道路環境の改善及び整備

《施策９と連携》 
（１１） 高齢者、障がい者の通行の妨げとなる段差等を解消する道路環境の改善及び整備《施策２４、

施策２８と連携》 
（１２） 美里町地域防災計画に基づく各種行動計画の整備《施策４６と連携》 
 

施策４５  第３項 公共交通網を確立するための対策 

 

【現状と課題】 

 ＪＲ小牛田駅とＪＲ鹿島台駅からの鉄道利用は、住民の交通手段として重要な一つです。 
 ＪＲ東北本線、陸羽東線、石巻線の利便性向上のための対策を県及び関係自治体、ＪＲと連携を強

化しながら、引き続き実施していく必要があります。 
 路線バス事業は、鹿島台－南郷－小牛田－古川間を結ぶ美里線と、町内を循環する６路線をバス運

行事業者に委託し運行しています。 
 住民にとって身近な交通手段として、生活に欠かせないものとなっていることから、利用者の要望

や意見を集約し、利便性のある路線及びダイヤの編成に努めるとともに、効率的な事業運営が求め

られます。 
 移転予定の大崎市民病院への交通手段の確保とあわせて、広域的な公共交通対策ついて検討してい

く必要があります。 
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【施策の展開】 

（１） 各種交通を段階的に構成し、美里町全体を捉えた交通体系を整備します。 
（２） 鉄道交通については、県及び関係市町村と連携し、利用者の意向を反映した増便や車両の増設

等を継続してＪＲに要望します。 
（３） 鉄道利用者の利便性向上を図るため、ＪＲ小牛田駅東駐車場及び駐輪場等を継続して運営しま

す。 
（４） 路線バス事業については、乗降調査等を実施し、利便性、効率性、地域事情に配慮した路線及

びダイヤの編成に努めます。 
（５） 大崎市民病院の移転も考慮し、大崎市をはじめ関係市町、民間バス事業者等と連携した広域的

な公共交通対策を検討します。 
 

【主要な目標】 

意 図 利用しやすい交通体系の整備を図る。 

対 象 鉄道・バスの利用者等 

指標名 住民バス利用者の満足度 

指標の 

考え方 

住民バス利用者の利便性、効率性、地域事情に配慮した路線及びダイヤの編成を

図るため、利用者の満足度の向上を目標としました。 

※平成２４年度に実施するアンケート調査結果を基準値とします。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― ― 基準値 基準値↑ 基準値↑ 基準値↑ 

 

【具体的な取組み】 

（１） 美里町公共交通体系の構築 
（２） 期成同盟会５３等を通したＪＲへの要望活動 
（３） 小牛田駅東駐車場、駐輪場の運営、管理 
（４） 利用者の要望や意見を反映したバス路線及びダイヤの編成《施策２２、施策２９と連携》 
（５） 広域的な公共交通対策の検討 
  

                                                  
５３同じ目標を実現するため、結束して活動する人々の組織。JR に対して要望活動を展開するために、関係市町村と共に設立 
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政策１６  第２節 生活安全の確保 

 
施策４６  第１項 安全、安心な防災・消防・救急体制を確立するための対策 

 

【現状と課題】 

 大規模災害の発生により、水道、下水道、電力、ガス、通信等のライフラインに大きな被害を受け

た場合、避難や救援・救出活動の応急対策を実施する上での大きな支障となるだけでなく、住民生

活や経済活動など、早期に日常を取り戻す大きな足かせとなります。 
 本町では、美里町地域防災計画を平成１９年度に策定し、ライフラインについても関係機関と連携

し、被害軽減のための諸施策を実施してきました。 
 しかし、東日本大震災では、停電の長期化によりライフラインの機能停止を招くとともに、食料や

非常時物品の備蓄が不足するなど、対策が十分でなかったことが明らかになりました。 
 このため、非常時の電源の確保に向けた対策が強く求められています。また、災害時の重要な通信

機能である防災行政無線については、長期の停電対応とともに難聴地域の解消が急務となっていま

す。 
 食品や飲料等をはじめとする備蓄については、内容及び数量の拡大が急務となっています。しかし、

購入に要する多額な費用や備蓄倉庫等の保管施設、消費期限等の制約があることから、全町民分の

備蓄を行政だけで担うことは不可能です。 
 町内全戸での自主的備蓄や自主防災組織５４による備蓄、また、企業による備蓄や流通業者による備

蓄等について、これまで以上に啓発と普及が必要です。 
 安全で安心な防災・減災体制を確立するためには、地域防災力の向上が不可欠です。 
 自主防災組織の組織率が８０％を超えているものの、実際の活動が十分でない組織もあることから、

組織率１００％に向けた取組みとあわせ、自主防災組織活動の促進を図るとともに、町の災害対策

本部と自主防災組織との連携強化が必要です。 
 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、半減期が長い放射線物質が放出・拡散したことによ

り、長期間にわたる監視体制の確保が不可欠です。また、東北電力女川原子力発電所の事故発生時

における対応策も想定していかなければなりません。 
 原子力安全委員会において「防災対策を重点的に充実すべき地域」の見直しが検討され、本町は東

北電力女川原子力発電所から３０ｋｍ圏内に入り、「緊急時防護措置を準備する区域」として位置

づけられました。 
 本町は、江合川・鳴瀬川の両河川が氾濫すると、小牛田地域の一部を除く町内のほとんどが浸水す

る危険性があります。水防対策については、堤防の強化と避難所の選定見直し、近年多発するゲリ

ラ豪雨と呼ばれる局所集中型豪雨に対し、町の中心部を流れる出来川を含め、内水氾濫に備えるた

めの排水強化等の取組みが必要です。 
  

                                                  
５４主に町内会・自治会が母体となって地域住民が自主的・自発的に防災活動を行う任意団体 
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【施策の展開】 

（１） 美里町地域防災計画については、東日本大震災により明らかとなった課題を踏まえるとともに、

東北電力女川原子力発電所に係る緊急時防護措置への対応を含めた計画の見直しを図ります。 
（２） 未組織地区に災害時の共助の重要性等の周知を図り、自主防災組織の立ち上げに向けた啓発・

支援を行います。 
（３） 災害備蓄倉庫の増設と災害備蓄品の拡充、自主防災組織による備蓄品の量的拡大とあわせ、町

内全戸に対し、備蓄の普及・推進を図ります。 
（４） 非常時の電源の確保に向けた対策を実施するとともに、自然エネルギー５５を活用した電力自給

の強化拡充を図ります。 
（５） 防災行政無線を含めた情報発信及び情報伝達機能の強化を図ります。 
（６） 放射能対策については、監視体制を確立し、長期間にわたり監視を継続します。 
（７） 水害予防対策として、必要な河川改修工事や維持管理の充実を促進します。 
（８） 大崎地域広域行政事務組合を構成する他の１市３町との連携を強化しながら常備消防と救急

搬送体制を強化するとともに、地域の消防団組織である美里町消防団の安定的な団員確保と組織

強化を図ります。 
 
【主要な目標】 

意 図 非常時における電源を確保する。 

対 象 防災関連施設（５８施設） 

指標名 非常用電源の確保率 

指標の 

考え方 

東日本大震災を経験し、非常時の電源確保の重要性が高まったことから、防災関

連施設における非常用電源の確保を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

０％ ０％ １００％ １００％ １００％ １００％

 

意 図 非常時における通信手段を確保する。 

対 象 防災関連施設（１１５施設） 

指標名 非常時の通信手段の確保率 

指標の 

考え方 

東日本大震災を経験し、非常時の通信手段の重要性が高まったことから、防災関

連施設における通信手段の確保を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

２％ ２％ １００％ １００％ １００％ １００％

 

  

                                                  
５５太陽光、バイオマス、風力、水力など自然由来で環境負荷が小さく、再生可能なエネルギーを総称したもの。 
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意 図 「地域の」「地域による」「地域のための」自主防災組織の育成を図る。 

対 象 自主防災組織の未組織地区 

指標名 自主防災組織の組織率 

指標の 

考え方 

災害時の共助の重要性から、地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の組織

率の向上を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

８２．８％ ８７．５％ ９２．２％ ９６．９％ １００.0％ １００.0％

 

【具体的な取組み】 

（１） 美里町地域防災計画の見直し 
（２） 災害備蓄倉庫の整備と災害備蓄品の量的拡大 
（３） 自主防災組織の食料備蓄強化、各世帯での最低３日分の食料備蓄普及・推進 
（４） セーフティタワー５６増設及び火災時の水槽車を兼ねる給水車の導入検討 
（５） 自主防災組織、事業所、各世帯における蓄電器や非常用電源の確保の啓発 
（６） 各世帯における、太陽光発電などの導入促進 
（７） 防災行政無線の予備電源の増設及び非常用発電設備の追加等 
（８） 南郷地域のアナログ無線方式の防災行政無線施設(整備から１０年を経過)の早期デジタル化と

難聴地域の解消に向けた整備（放送音声の干渉・反響等による障害の解消に向けた整備） 
（９） 電力会社に対する非常時体制強化の要請 
（１０） 情報伝達と周知のための通信手段として、町と防災関係機関や自主防災組織との通信を確保す

る衛星携帯電話の導入検討など《施策２０と連携》 
（１１） 各家庭への防災ラジオの普及 
（１２） 情報連絡員等の設置検討 
（１３） 空間放射線量を監視・把握するためにモニタリングポスト等の設置《施策９、施策２０、施策

４８と連携》 
（１４） 放射能測定検査体制の整備《施策１０、施策３７と連携》 
（１５） 県内外の市区町村との災害時相互応援協定の締結に向けた検討《施策５８と連携》 
 
  

                                                  
５６緊急用飲料水備蓄タンク。災害時における飲料水の確保のほか、火災時などの消火活動にも利用可能 
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施策４７  第２項 安全、安心な交通環境、防犯体制を確立するための対策 

 

【現状と課題】 

 本町では、交通安全協会、交通安全母の会、交通指導隊を組織して交通安全対策に取り組んでいま

す。また、防犯対策については防犯協会、防犯実働隊をはじめ、ＰＴＡや老人クラブなどの関係団

体と地域住民が連携して、住民の自主的な活動を展開しています。 

 今後も引き続き、各関係団体、地域住民の協力を得ながら、町民の安心、安全のまちづくりの推進

を図っていく必要があります。 

 一方で、交通安全指導隊員や防犯実働隊員をはじめとして、会員の高齢化や減少が課題となってい

ます。 

 活動が円滑に行えるよう会員の補充や後継者の育成が求められるとともに、一部に負担がかかりす

ぎないよう活動内容の見直しについても検討していく必要があります。 

 交通安全・防犯施設については、整備計画を作成し、計画的な更新が必要となっています。 

 

【施策の展開】 

（１） 防犯協会や防犯実働隊をはじめ、ＰＴＡや老人クラブなど関係団体と連携した地域安全運動等

をはじめとした、登下校時の児童・生徒の見守りや防犯パトロールなどの防犯活動を実施します。 

（２） 被害者の多くを占める子どもと高齢者を交通事故から守るために、子どもと高齢者を対象にし

た交通安全教室を定期的に開催します。 

（３） 交通安全協会、交通安全母の会、交通指導隊等、関係団体が一体となって、交通安全運動等の

啓発活動や街頭指導を実施します。 

（４） 各関係団体に対し活動や組織育成、会員の意識の向上に向けた支援を行うとともに、各関係団

体と地域住民が、それぞれの役割に応じた活動を自主的に行える環境やネットワークづくりを進

めます。また、より効果的、効率的な活動が行えるよう定期的な協議の機会を設けます。 

（５） 交通安全・防犯施設の整備については、計画的な施設整備を行い道路交通環境、犯罪防止に配

慮した生活環境の整備に努めます。 

 

【主要な目標】 

意 図 犯罪を防止し安全・安心な環境を確保する。 

対 象 住民 

指標名 不審者事案発生件数 

指標の 

考え方 

犯罪を未然に防止し、安心して暮らせる安全なまちを実現するために、不審者の

事案発生件数の撲滅を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

２件 ８件 ０件 ０件 ０件 ０件
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【具体的な取組み】 

（１） 交通安全運動等の啓発運動や街頭指導及び交通安全教室等の実施《施策９と連携》 
（２） 安全運動等の啓発活動や登下校時の児童・生徒の見守り事業や防犯パトロール等の実施 
（３） 関係団体、地域住民等の活動の充実・強化、自主的な活動への支援 
（４） 交通安全指導隊員、防犯実働隊員、関係団体会員の補充、後継者の育成 
（５） 交通安全、防犯施設整備計画の作成、計画的な施設整備の実施 
 

施策２０  （再掲） 第３項 健康危機管理対策の推進 

 
【現状と課題】 

 東日本大震災を踏まえて、災害時要援護者５７の登録者だけでなく、援護が必要な未登録者の把握を

含めた台帳整備が求められます。 

 また、乳児・妊婦などは災害時要援護者の登録の対象者になっていないことから、今後の対応方法

を明らかにする必要があります。 

 災害発生時に、自主防災組織が行う安否確認後の災害弱者の避難先や、受け入れ態勢を具体的に決

めておくことが必要です。 

 

【施策の展開】 

（１） 健康危機管理対策の啓発活動を推進します。 

（２） 災害弱者を事前に把握しておくと同時に、災害発生時における安否確認から避難所運営までの

救済方法と救済体制の整備を進めます。 

（３） 非常時の情報通信手段の確保を図ります。 

 

【具体的な取組み】 

（１） 健康危機管理意識の啓発 
（２） 災害時要援護者台帳の運用ルールの明確化《施策２８と連携》 
（３） 民生委員や社会福祉協議会と連携した災害弱者対策の整備 
（４） 災害対応マニュアルの策定 
（５） 災害時における情報通信手段の確保《施策４６と連携》 

（６） 空間放射線量モニタリングポスト５８の設置《施策４６と連携》 

 
  

                                                  
５７災害時に 1 人では避難が難しい住民のこと。高齢者、要介護者、障害者、難病患者、妊婦、5 歳未満の乳幼児、日本語に不慣

れな外国人等を指す。 
５８放射線を定期的、連続的に監視測定することをモニタリングといい、モニタリングを行うために設置された装置をモニタリングポ

ストと言う。 
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政策１７  第３節 環境･景観の保全・創造 

 
施策４８  第１項 環境美化の推進と自然環境の保全 

 

【現状と課題】 

 本町は、江合川と鳴瀬川などの河川、蜂谷森公園とその周囲の小丘陵、さらには、広大な田園など

の自然環境と自然景観に恵まれています。これらの地域資源を大切に守り、次代へ継承していかな

ければなりません。 

 住民による環境美化運動を今後とも一層推進し、自然環境の維持・保全や新たな自然景観の形成に

努めるなど、美しい美里町を創る取組みが求められています。 

 学校では総合学習の一環として、環境教育に取り組んでいます。学校はもとより、家庭や地域、職

場等を巻き込んだ環境教育・環境学習への取組みを推進し、環境に対する住民一人ひとりの意識と

自覚を高めていかなければなりません。 

 温暖化対策は地球規模の課題とされています。私たちが身近にできる取組みを広めるとともに国、

県と連携した地球温暖化対策の推進が必要です。 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、飛散した放射性物質による環境汚染が懸念されます。 

 

【施策の展開】 

（１） 「美里町美しいまちづくり推進条例」に基づき、環境美化の促進及び美観の保護に努めます。 

（２） 本町では、８月の第一日曜日を「環境美化の日」と位置づけています。道路や河川、公園など

を清潔で美しく保つため、地域での自主的な清掃活動や花いっぱい運動などの美化活動を推進し

ます。 

（３） 江合川や鳴瀬川の流域全体との連携を深め、水資源の確保、水質の浄化など、水環境の保全に

努めます。 

（４） 国、県との連携による地球温暖化防止対策を進めます。 

（５） 住民とともに自然愛護運動を推進します。 

（６） 放射性物質については、監視体制を確立し、長期間にわたり監視を継続します。 
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【主要な目標】 

意 図 自然環境・景観の維持・保全を図る。 

対 象 自然環境及び景観 

指標名 みやぎ環境交付金事業を活用したＣＯ２削減量（累積量） 

指標の 

考え方 

温暖化対策は地球規模の課題です。国、県と連携した地球温暖化対策の推進が必

要であることから、みやぎ環境交付金事業を活用したＣＯ2 の削減を目標としまし

た。 

目標値 

Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― 
４．０ｔ

-ＣＯ２/年

６．０ｔ

-ＣＯ２/年

８．０ｔ

-ＣＯ２/年

１０．０ｔ 

-ＣＯ２/年 

１２．０ｔ

-ＣＯ２/年

 

【具体的な取組み】 

（１） 環境美化推進委員の設置 
（２） 環境美化活動の推進 
（３） 住民の清掃活動に対する支援 
（４） 江合川、鳴瀬川の公害及び水質汚濁の監視と保全 
（５） みやぎ環境交付金事業を活用した温暖化対策の実施 
（６） 自然愛護教育等の充実、自然愛護キャンペーン等の実施 
（７） 放射性物質に汚染された廃棄物の処理対策 
（８） 空間放射線量モニタリングポストの設置（施策４６と連携》 
 

施策４９  第２項 生活環境の保全と公衆衛生対策 

 

【現状と課題】 

 適切なごみ処理業務の実施及び良好な斎場運営が求められています。また、老朽化した斎場施設の

建て替え検討が進められています。 

 町営共葬墓地の使用者の自主的な管理を促進するため、管理組合の設立が求められています。 

 ごみ集積所は、地区衛生組合で設置しており、利用者の適切な管理運営が行われています。今後も

継続して支援が必要となっています。 

 不法投棄については、地区衛生組合との協力と取締機関との連携による対策が求められています。 

 平成２２年度末の犬の登録頭数は、１，７７４頭に達しています。狂犬病予防注射の啓発及び未登

録対策が求められ、併せてペットの適切な管理についても啓発が必要となっています。 
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【施策の展開】 

（１） 周辺市町との連携を図り、大崎地域広域行政事務組合を中心とした、適切なゴミの処理、ゴミ

の減量、資源物再利用の向上を図ります。また、リサイクルの推進を図ります。 

（２） 周辺市町との連携を図り、大崎地域広域行政事務組合を中心とした、良好な斎場運営を行いま

す。 

（３） 公衆衛生の見地から、墓地の管理運営を実施します。 

（４） 良好な衛生環境を保持するため、ごみ集積所の適切な管理及び防疫事業を展開するため、衛生

組合連合会及び地区衛生組合を支援します。 

（５） 不法投棄撲滅のため、地区衛生組合と協力してパトロールを強化します。 

（６） 動物愛護の啓発活動とともに、狂犬病予防及び登録管理の徹底を図ります。 

 

【主要な目標】 

意 図 良好な衛生環境を保持する。 

対 象 公衆衛生環境 

指標名 一人当たりの燃やせる家庭ごみ量 

指標の 

考え方 

平成２２年度の燃やせる家庭ごみ量の実績は５，７５７ｔで、人口一人当たりの

量は２２６kg となっています。平成２３年度から毎年２％の減少を目指し、平成２

７年度までに１０％減少させることを目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

２２６.2kg ２２１.6 kg ２１７.2 kg ２１２.6 kg ２０８.1 kg ２０３.6 kg

 

【具体的な取組み】 

（１） ３Ｒ５９運動推進のための啓発活動の実施 
（２） ごみ・資源物収集カレンダーの発行 
（３） ごみ集積所及び資源物集積所の適正な管理のための衛生組合等への支援 
（４） 斎場管理運営事業 
（５） 共葬墓地管理運営事業 
（６） 町内一斉清掃の実施 
（７） 不法投棄監視パトロールの実施 
（８） 地区防疫事業への支援 
（９） 環境に対する意識の普及啓発活動の推進 
（１０） 地域、学校等での環境学習の推進 
（１１） 狂犬病予防対策事業 
 
  

                                                  
５９Reduce（リデュース/ごみを出さない）、Reuse（リユース/ごみを再使用する）、Recycle（リサイクル/ごみを再生利用する）の頭文

字をとった用語で、廃棄物をできるだけ出さない社会をつくるための基本的な考え方 
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政策１８  第４節 居住環境の質の向上 

 
施策５０  第１項 快適で安全な生活環境、住宅環境を整備するための対策 

 
【現状と課題】 

 大規模地震による住宅の倒壊や人的被害など、事故を未然に防止するため、住宅の耐震化を一層進

める必要があります。 
 各地区に整備された公園は、日々の生活における住民の安らぎの場や子どもたちの遊び場として活

用されていますが、開設から時間が経過した公園が多く、施設の老朽化が進んでいます。 
 排水不良箇所等の解消を図るため、排水路の整備を推進してきましたが、すべては解消されれてい

ない現状にあります。 
 

 町内の町営住宅は、昭和４０年代から昭和５０年代に建築された住宅が約８割を占めています。 
 これまで、公営住宅管理計画及び町営住宅現況カルテ等に基づき施設の維持修繕を行ってきました

が、東日本大震災の影響により大部分の町営住宅に被害が生じました。また、旧基準の建築物が多

く耐震診断の必要性はあるものの、今後、建替等の検討も必要となっているため、耐震診断を行っ

ていないのが実態です。 
 建築年度が特に古い桜木、山の神、北浦第一、北浦第二、大柳第二住宅の一部については、修繕費

の増加が懸念されるため、退去後の新たな入居の受付けは行っていません。 
 入居者の高齢化に伴い、周辺環境の保全活動に対して支障が生じています。 
 町営住宅使用料の滞納対策が求められています。 

 

【施策の展開】 

（１） 東日本大震災を教訓に、住民の生命と財産を守るため、木造住宅の耐震診断助成事業と耐震改

修工事助成事業を継続して実施します。 
（２） 南郷地域の排水計画を作成し、改修を進めるとともに、排水不良箇所等の解消を図ります。 
（３） 公園の改修計画を作成し、計画的に実施します。また、地域住民と連携した良好な維持管理を

継続します。 
（４） 老朽化した町営住宅の建替えを踏まえた整備計画を策定します。 
（５） 整備計画の策定に当たっては、住みやすい住宅環境づくりを目指し、世帯構成を考慮した居住

空間の確保に努めます。 
（６） 町営住宅の入居者に対し、環境の維持管理に対する啓発を図ります。 
（７） 町営住宅使用料滞納者に対する徴収を強化します。 
  



Meet your smile Touch your heart 

１０３ 
 

 

【主要な目標】 

意 図 快適で安全な住宅環境の整備を図る。 

対 象 町内全域 

指標名 耐震に係る補助制度を活用する住宅件数 

指標の 

考え方 

耐震診断及び耐震改修工事を実施することは、大規模地震の発生時において住民

の生命・財産を守るために重要なことです。制度の活用は安全な住宅環境の整備に

つながることから、耐震に係る補助制度を活用する住宅件数を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

１０件 １０件 １０件 １０件 １０件 １０件

 

【具体的な取組み】 

（１） 木造住宅耐震診断助成事業及び木造住宅耐震改修工事助成事業 
（２） 住民と行政が協働する排水路の維持管理 
（３） 排水計画を作成し、改修を行うとともに排水不良箇所等の解消を図る。 
（４） 住民と行政が協働する公園の維持管理 
（５） 公園改修事業《施策６２と連携》 
（６） 町営住宅の修繕、改修の必要性、維持管理、住棟単位改修等を含む町営住宅長寿命化計画の策

定《施策６２と連携》 
（７） 町営住宅管理補助員との連携による住宅内の環境維持管理の啓発と定期的な清掃活動 
（８） 町営住宅使用料滞納者に対する徴収強化 
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施策５１  第２項 水道水を安定して供給するための対策 

 

【現状と課題】 

 東日本大震災において、ライフラインが長期間停止したことは今後の大きな課題です。特に停電に

よる取水・送水の対応には、非常用自家発電機の設置を優先課題として取り組む必要があります。 

 また、水を安定供給するためにも、老朽管の更新事業を進めるとともに水道施設の維持管理・更新

に努め、災害に強い万全の体制がとれるよう取組みが求められています。 

 一方で、水道事業は浄水施設の新設等により、平成２０年度から赤字決算となっています。 

 現行の水道料金では、水道施設の維持管理及び整備並びに借入金の償還に支障をきたす状況が想定

されます。 

 水道事業の財政計画の策定に併せ、業務の改善や有収率６０の向上などの経営努力を進めながら、水

道料金の見直しを行う必要があります。 

 

【施策の展開】 

（１） 水道事業財政計画を策定します。 

（２） 東日本大震災の教訓を生かし、緊急時においても機能維持が確保できる体制整備に努めます。 

（３） 停電時においても、取水・浄水・配水の機能が発揮できるよう対策を進めます。 

（４） 老朽管の更新については、整備目標を設定し計画的に整備を行い、管路の耐震性を高めます。 

（５） 水道施設の維持管理に努め、安全で安心な水の安定供給を図ります。 

 

【主要な目標】 

意 図 安定した供給体制を確保する。 

対 象 水道水 

指標名 老朽管（石綿セメント管）の更新率 

指標の 

考え方 

東日本大震災の教訓から、老朽管を耐震性の高い管路へ更新することは、安定

した水の供給につながることから、老朽管（石綿セメント管）の更新率の向上を

目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

７１．３％ ７４．３％ ７５．１％ ７７．６％ ８０．２％ ８２．６％

 

【具体的な取組み】 

（１） 水道事業財政計画の策定 
（２） 災害時における行動計画の整備 
（３） 取水場及び浄水場に非常用自家発電機の設置 
（４） 老朽管更新事業の継続実施 
（５） 水道施設の維持管理及び計画的な設備更新 

                                                  
６０配水した水のうち、料金の対象となった水の割合。数値が高いほど良いとされる。 
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施策５２  第３項 下水道を普及推進するための対策 

 

【現状と課題】 

 公共下水道事業６１、合併処理浄化槽６２設置促進事業を継続的に実施するため、事業費の確保が必要

となっています。 
 農業集落排水事業６３は、全地区とも供用開始から年数が経過し、計画的な修繕や機器の更新を行う

必要があります。 
 普及、啓発については、広報やイベントなどを通じてＰＲ活動を実施していますが、水洗化率の向

上を図るため、年間を通した展開が必要です。 
 
【施策の展開】 

（１） 公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置促進事業を計画的に進めます。 

（２） 水洗化促進のための普及、啓発活動を行います。 

 

【主要な目標】 

意 図 汚水等が適切に処理される生活環境を整備する。 

対 象 公共下水道、農業集落排水等の整備地区 

指標名 水洗化率 

指標の 

考え方 

公共下水道、農業集落排水等の整備地区において、汚水等が適切に処理される

生活環境を推進するため、水洗化率の向上を目標としました。 

目標値 Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

（公共） ７２％ ７２％ ７３％ ７４％ ７５％ ７６％

（農集） ６４％ ６６％ ６８％ ７０％ ７２％ ７３％

 

【具体的な取組み】 

（１） 公共下水道事業：計画的な整備を進めるとともに、普及率の向上を図る。 
（２） 農業集落排水事業：的確な維持管理と計画的な修繕で経費削減を図る。 
（３） 合併処理浄化槽設置促進事業：継続的な事業の実施 
（４） 普及、啓発事業：水洗化率向上のためのＰＲ活動に、年間を通して取り組む。 
 
  

                                                  
６１都市計画区域内で町が設置し管理する下水道 
６２農業振興地域内（一体的に整備が可能な周辺地域を含む）の農業集落における下水道 
６３公共下水道などが整備されていない地域で、汚水（し尿）と生活雑排水を併せて微生物の働きなどにより浄化し放流する設備 
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第５章 自立をめざすまちづくり 
地方分権・地域主権により、地方自治体が決定すべき事項は増加するとともに、複雑化する社会構造

の中、住民ニーズも多種多様化しています。また、人口減少社会が明らかとなる中、人口減少の抑制や

定住の促進を図ることが求められています。 
こうした中、“最少の経費で最大の効果をあげる”という行政手法の原点に立ち返り、家庭や地域、

学校、企業、団体、行政機関などがつながりを深め、互いに協力し合い、身の丈にあった財政運営と行

政サービスの品質向上を図りながら、「住み慣れた地域に住み続けたい」という愛着の持てるまちづく

りは、本町の主要課題の一つです。 
 

政策１９ 定住化の促進 

 施策５３  定住化を促進するための対策 

 
政策２０ 住民活動の促進 

 施策５４  住民参画と協働のまちづくりの推進 

施策５５  地域における住民活動を活性化させるための対策 

施策５６  ＮＰＯ活動やボランティア団体を活性化させるための対策 

 
政策２１ 交流の促進 

 施策５７  国際交流を促進するための対策 

施策５８  地域間交流を推進するための対策 

 
政策２２ 平和行政の推進 

 施策５９  非核・平和社会を実現するための対策 

 
政策２３ 男女共同参画社会の推進 

 施策６０  男女共同参画社会を推進するための対策 

 
政策２４ 健全な行財政運営 

 施策６１  行政運営の効率化を推進するための対策 

施策６２  財政を健全化するための対策 

施策６３  住民の立場に立った行政サービスを提供するための対策 
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政策１９  第１節 定住化の促進 

 
施策５３  第１項 定住化を促進するための対策 

 

【現状と課題】 

 本町は、鉄道交通の要衝であるとともに国道・県道が県内の各方面を結んでいます。 
 通勤・通学には良好な住環境といえますが、町全体の人口は年々減少していることから、減少要因

を詳しく分析するなど、人口をどのように維持していくかが大きな課題となっています。 
 雇用の場の確保、起業の支援を行うとともに、安心して子育てができる環境の整備と各事業間の連

携による総合的な施策の展開が求められています。 
 分譲住宅地の「グリーンタウンなんごう」と「ゆとり～と小牛田」の販売促進はもとより、美里町

に新しく住宅を構え、転入した方に対する支援金の拡大についても検討が必要となっています。 
 

【施策の展開】 

（１） 人口減少の要因を分析するとともに「住み慣れた地域に住み続けたい」という愛着の持てる町

づくりを推進します。 
（２） 子育てを行う家庭に対する各支援策の推進とその周知に努めるとともに、雇用を確保、創出す

る施策などを推進し定住化を促進します。 
（３） 分譲住宅地「グリーンタウンなんごう」と「ゆとり～と小牛田」の販売を促進します。 
（４） 美里町に転入し、民間分譲住宅地などに住宅を取得した方に対する住宅取得支援金の適用拡大

を検討します。 
 
【主要な目標】 

意 図 人口減少を抑制する。 

対 象 住民基本台帳人口（各年３月末） 

指標名 美里町総合計画における基準人口の維持率 

指標の 

考え方 

人口減少社会においては、いかに人口減少を抑制していくかが必要な視点となり

ます。このことから、本計画に掲げる基準人口を維持することを目標としました。

（各年の実績人口÷各年の基準人口×１００） 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― ― １００以上 １００以上 １００以上 １００以上

 

【具体的な取組み】 

（１） 子育て支援策の推進及びその周知《施策３０と連携》 
（２） 雇用の確保、創出施策の推進《施策４２と連携》 
（３） 住宅取得支援金の継続 
（４） 民間分譲住宅地などに住宅を取得した方に対する住宅取得支援金の適用拡大を検討 
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政策２０  第２節 住民活動の促進 

 
施策５４  第１項 住民参画と協働のまちづくりの推進 

 

【現状と課題】 

 公共サービスや地域課題など、まちづくりに不可欠な住民の意向を十分に把握する必要があります。

そのためには、住民懇談会などの開催方法の見直しが必要です。 
 また、住民と行政が協働するまちづくりを進める上では、自治会などの地縁組織６４やＮＰＯやボラ

ンティア団体などの志縁組織６５の自立した活動が大切です。 
 東日本大震災発生時には各地域で自主防災組織が機能し、行政の手が行き届かないところで多くの

問題が解決されました。このように身近な社会貢献活動に住民一人ひとりが参加できる支え合いと

活気に満ちたまちづくりを進める必要があります。 
 “まちづくりは人づくりから”と言われるように人材の発掘と育成が大切です。 
 まちづくり人材育成基金を活用し、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人のそれぞれの年代に

あわせた人材育成が求められます。 
 
【施策の展開】 

（１） 自治会などの地縁組織やＮＰＯなどの志縁組織と連携して地域課題の解決を図り、住民のだれ

もが参画できるまちづくりを進めます。 
（２） 自治会などの地縁組織やＮＰＯなどの志縁組織を支援していくために、活動発表やボランティ

ア情報、補助金情報等を一元化して提供する場を設置します。 
（３） 各年代別にあわせた事業内容を提供しながら、人材育成基金の有効な活用を図り、住民に研修

の場を提供します。 
（４） 行政情報を広く提供し、公共サービスや地域課題などまちづくりに不可欠な住民の意見や意向

の把握を十分に行います。 
 
【主要な目標】 

意 図 地域課題に取り組む活動を支援する。 

対 象 地域課題に自ら取り組む団体等 

指標名 （仮称）課題解決提案事業の提案数 

指標の 

考え方 

地域課題に自ら取り組む団体等の活動を促進するため、新たな事業を創設すると

ともに、提案される事業数の増加を目標としました。 

 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― ― 事業制度化 基準値 基準値↑ 基準値↑ 

                                                  
６４町内会や自治会など、居住地域を対象とする組織 
６５サークルやボランティア団体、ＮＰＯなど、特定の目的で集まった組織 
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【具体的な取組み】 

（１） 歩くまちづくり推進事業による情報提供と地域リーダーの育成支援 
（２） 地域課題の解決に向け活動をしている団体への支援 
（３） ＮＰＯ等の“広場”の設置 
（４） まちづくり人材育成事業の効果的な運用 
（５） 広報紙、掲示板、ホームページ、みんなの予算等による行政情報の提供 
（６） 広聴活動の推進（住民懇談会・パブリックコメント６６手続など） 
 

施策５５  第２項 地域における住民活動を活性化させるための対策 

 

【現状と課題】 

 地域住民が集い活動する拠点である集会所施設については、建物の老朽化や震災により被災した施

設の修繕等を支援していくことが求められています。 
 地域づくり支援事業では、一般コミュニティ事業や自主防災推進事業の取組みが顕著であり、災害

時には自主防災組織が主体となって避難所運営を行った地区もあるなど、地域の連帯感が深まって

います。今後も継続して地域住民が一体となる取組みが求められています。 
 地域を担う人材を育成するために、各地域における活動内容の情報交換や研修等の支援を行う必要

があります。 
 
【施策の展開】 

（１） 地域住民の活動拠点の充実を図るために、「集会所等建設・修繕等事業補助金」の交付を継続

します。 
（２） 地域づくり支援事業を継続するとともに、事業提案枠を新たに創設するなど、地域の課題を地

域住民自らが解決し、地域の絆が一層深められるよう支援します。 
（３） 地域コミュニティ活動や防災活動など、各地域が取り組む活動について情報交換や地域間相互

の研修等を支援します。 
  

                                                  
６６計画などの策定過程において、案の段階で広く公表し住民からの意見を求め、寄せられた意見に対する考え方を明らかにする

とともに、有益な意見を考慮して意思決定を行う仕組み。 
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【主要な目標】 

意 図 地域が自ら取り組む活動を支援する。 

対 象 行政区 

指標名 地域づくり支援事業の実施率 

指標の 

考え方 

地域課題に住民自らが取組み、地域が活性化していくことは大切なことです。地

域づくり支援事業の活用は、活性化に向けた取組みであることから、地域づくり支

援事業の実施率を目標としました。 

（地域づくり支援事業を実施した行政区数÷町内行政区数×１００） 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

１００％ １００％ １００％ １００％ １００％ １００％

 

【具体的な取組み】 

（１） コミュニティ助成事業の継続（活動備品購入） 
（２） 地域活動施設整備支援事業の継続（建設助成、修繕助成） 
（３） 地域づくり支援事業の継続（ソフト支援） 
（４） 地域づくり情報の提供と相互研修 
 

施策５６  第３項 ＮＰＯ活動やボランティア団体を活性化させるための対策 

 

【現状と課題】 

 地域における様々な課題に対して、ＮＰＯ、企業、行政などの多様な担い手が協働・連携して解決

に取り組む「新しい公共」という価値観が生まれています。 
 福祉や文化、体育、環境、教育やまちづくりなど様々な課題があり、従来、町が独占的に行ってい

た業務や、行政では対応が行き届かない課題を、住民参加の下に支え合う仕組みを作り上げること

が課題となっています。 
 
【施策の展開】 

（１） まちづくりや地域づくりを進めるに当たって、地域と行政をつなぐ、中間支援組織の設立を図

ります。 
（２） みやぎＮＰＯプラザ６７と連携し、住民組織活動についての情報発信や研修機会の充実を図りま

す。 
（３） ＮＰＯ等（法人格の有無を問わない）の実態把握に努めます。また、行政サービスとの連携を

図ります。 
（４） ＮＰＯ等の活動内容について情報提供に努め、住民の社会貢献活動への参加を促します。 
（５） ＮＰＯ等の活動を支援するための各種情報を、一元化して提供する場を設置します。 
                                                  
６７宮城県内のＮＰＯ活動を総合的に推進するための中核機能拠点として宮城県が設置した施設。ＮＰＯ・市民・行政・企業など、

多様な人と情報が活発に行き来し、ＮＰＯがよりよい成果をあげる活動支援をするため、さまざまな情報の受発信と場所の提供、

出会いや学びの機会づくりに取り組んでいる。 
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【主要な目標】 

意 図 持続的な活動を促進する。 

対 象 地域課題の解決に取り組む団体等 

指標名 町内に活動拠点を置くＮＰＯ法人の数 

指標の 

考え方 

地域における様々な課題に対し、多様な担い手が必要となっていることから、法

人格を取得し、持続した活動を行う団体の増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

６団体 ６団体 ６団体 ７団体 ７団体 ８団体

 

【具体的な取組み】 

（１） （仮称）みさとＮＰＯサポートセンターの設立 
（２） みやぎＮＰＯプラザと連携しての情報提供 
（３） 町内を中心に活動しているＮＰＯの実態調査 
（４） ＮＰＯ活動の促進と住民への周知 
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政策２１  第３節 交流の促進 

 
施策５７  第１項 国際交流を促進するための対策 

 

【現状と課題】 

 平成２０年度に美里町と米国ミネソタ州ウイノナ市が、国際友好姉妹都市協定を結び、中高生を中

心とする相互訪問を行っています。 
 中高生の交流は、国際友好や異文化理解を深めることに加え、生きた英会話を学ぶ貴重な機会とし

て、英語教育の重要な役割を担っています。 
 旧南郷町が実施してきた中国山東省濟南市長清区との交流は、職員を派遣するなど意向を確認して

いるところですが、平成１８年６月から現在まで連絡がない状態が続いています。 
 また、町内在住外国人との交流を行い、共生社会の形成と異文化理解の推進に努めています。 
 今後は、こうした国際友好姉妹都市との交流の継続と、町内在住外国人との交流から、国際性豊か

なまちづくりと国際社会に対応できる人材の育成に努めていきます。 
 
【施策の展開】 

（１） 国際社会に目を向けた人材を育成するために、次代を担う中高生を積極的に姉妹都市へ派遣し

ます。 
（２） 国際理解を深めるため、姉妹都市や町内外に在住する外国人との交流による広域的な国際交流

事業を展開します。 
（３） 国際貢献活動に参加できるよう情報提供を行います。 
（４） 国際交流関係団体を支援するとともに、事業の連携を図ります。 
 
【主要な目標】 

意 図 国際社会への理解を深める。 

対 象 住民 

指標名 国際交流事業への参加者数 

指標の 

考え方 

共生社会の形成と異文化への理解を進めるためには、国際交流の推進が必要なこ

とから、国際交流事業への参加者数の増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

６２０人 １８０人 ６３０人 ６４０人 ６５０人 ６６０人

 

【具体的な取組み】 

（１） 姉妹都市米国ミネソタ州ウイノナ市との友好・教育交流 
（２） 国際交流フェスタ事業（スプリングフェスタ、オータムフェスタ） 
（３） 国際貢献活動（国際協力機構「青年海外協力隊」など）の情報提供 
（４） 国際交流関係団体の支援及び事業の連携 
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施策５８  第２項 地域間交流を推進するための対策 

 

【現状と課題】 

 現在、福島県会津美里町と観光関係者やイベント等を通した交流が行われています。また、神奈川

ゆめコープとの交流では、田植え・草刈り・稲刈り等の体験を通して、生産者と消費者との交流が

行われています。 
 交流人口を増加させるためには、産業、歴史、文化、物産・観光などの分野における新たな交流の

展開が求められています。 
 東日本大震災のような広域的な大規模災害に備え、県内外の市区町村との災害時相互応援などの新

たな地域間協力が求められています。 
 平成２４年２月に東京都足立区と「災害時における相互応援に関する協定」を締結しました。 

 
【施策の展開】 

（１） 東日本大震災のような広域的な大規模災害に備え、東京都足立区をはじめ、県内外の市区町村

との災害時相互応援や自治体間の交流事業について検討します。 
（２） 歴史、文化、物産・観光の分野における新たな交流を実施するとともに、現在、交流を実施し

ている団体などを支援し、交流人口の増加を図ります。 
（３） グリーン・ツーリズム６８の受入農家や農家レストラン６９を起業する住民を支援するなど、都市

農村交流をはじめとする地域間交流を進めます。 
 
【主要な目標】 

意 図 地域間交流を促進させる。 

対 象 地域間交流者 

指標名 地域間交流人口 

指標の 

考え方 

歴史、文化、物産・観光等の分野において、交流を生み出すことは、地域に活力

を生むとともに、相互の助け合う関係構築につながることから、地域間交流人口の

増加を目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― １２０人 １５０人 １６０人 １７０人 １８０人

 

【具体的な取組み】 

（１） 県内外の市区町村との災害時相互応援協定の締結に向けた検討《施策４６と連携》 
（２） 交流団体の活動支援《施策３８と連携》 
（３） 都市農村交流事業及びグリーン・ツーリズム推進事業 
 

                                                  
６８緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、農林水産業との触れ合いや人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動 
６９農林漁業者が経営するもので、自家の生産物や地域の食材を活かして自ら調理をし、農山漁村ならではの料理を提供する。 
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政策２２  第４節 平和行政の推進 

 
施策５９  第１項 非核・平和社会を実現するための対策 

 

【現状と課題】 

 戦争から６５年以上が経過し、過去の戦争体験や被爆体験の風化、さらには平和の尊さに対する意

識の希薄化が懸念されます。 
 本町では、平成１８年６月に永遠に“非核・平和都市”であることを宣言し、同年１０月には「非

核・平和都市宣言記念セレモニー」を開催しました。また、次代を担う若い世代に平和の尊さを伝

えるために、被爆地である長崎市へ中学生を派遣しての体験学習、さらには「原爆パネル展」を開

催するなど、平和行政を推進するための取組みを行っています。 
 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、原子力エネルギーに対する関心が高まっています。 

 
【施策の展開】 

（１） 平和の尊さを学ぶ学習機会を提供します。 
（２） 国際平和展等の開催を通し、世界平和・非核平和について啓発します。 
（３） 中学生を中心とした平和教育に努めます。 
（４） 原子力エネルギーに関する学習機会を提供します。 
 
【主要な目標】 

意 図 平和の大切さに対する意識を高める。 

対 象 住民 

目 標 平和の尊さを学ぶ活動を促進し、平和の大切さに対する意識向上に努めます。 

 

【具体的な取組み】 

（１） 被爆地へ訪問団の派遣 
（２） 国際平和展（原爆パネル展示、平和写真展、平和朗読事業など） 
（３） 原子力や核燃料サイクルに関する学習機会の提供 
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政策２３  第５節 男女共同参画社会の推進 

 
施策６０  第１項 男女共同参画社会を推進するための対策 

 

【現状と課題】 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組みが進められてきましたが、性別による固定的な役割分担等を背景とする諸問題は解決

されたとは言えない状況にあります。 
 少子高齢化の進展に伴う労働人口の激減により、これまで以上に女性の労働力や社会進出が求めら

れることは間違いなく、就労や社会参加を希望する女性を支援する制度の改革や社会的な体制づく

りも不可欠となります。 
 町では、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現するため、平成２０年３月に美里町

男女共同参画推進基本計画を策定しました。 
 関係機関と連携を図りながら、住民に対する啓発活動をはじめ、身近に起こりうるドメスティック

バイオレンス７０、セクシャルハラスメント７１、ストーカー７２行為の被害防止活動や相談窓口の設置が

求められています。 
 
【施策の展開】 

（１） 美里町男女共同参画推進基本計画に基づき、関係機関・団体との連携強化を図り、男女共同参

画社会の実現に取組みます。 
（２） 町の政策形成の場に女性の意見を反映させるため、各種審議会等における女性の参画機会の拡

大に努めます。 
（３） 「広報みさと」やホームページ等を活用した情報提供や男女共同参画週間のキャンペーン、講

演会・研修会の開催等による啓発事業を行います。 
（４） ドメスティックバイオレンス、セクシャルハラスメント、ストーカー行為の被害防止のための

相談窓口の設置や相談活動を行い、警察など関係機関との連携を図ります。 
  

                                                  
７０家庭内における暴力。特に男女間の身体的、精神的暴力 
７１性的いやがらせ。職場などでの性的、差別的な言動 
７２同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う行為 
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【主要な目標】 

意 図 男女共同参画社会の実現 

対 象 住民 

指標名 町の各種審議会等の女性委員の登用率 

指標の 

考え方 

法令、条例、規則等に基づいて、所掌する事項について調停、審査、審議又は調査

等を行う機関である各種審議会等で、その審議会委員全体に占める女性の委員の割合

を３０％以上とすることを目標としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

－ ３０％ ３０％ ３０％ ３０％ ３０％ 

 

【具体的な取組み】 

（１） 男女共同参画社会推進体制の充実 
（２） 各種審議会等における女性の参画機会の拡大 
（３） 男女共同参画の啓発事業 
（４） 被害者相談窓口の継続と関係機関との連携 
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政策２４  第６節 健全な行財政運営 

 
施策６１  第１項 行政運営の効率化を推進するための対策 

 

【現状と課題】 

 複雑化、高度化する社会の中、専門性の高い行政サービスが求められています。 

 総合計画の進行管理及び行政評価については、試行錯誤を繰り返しながら、取り組んできたところ

です。 

 一方で、合併後、短期的かつ集中的に予算編成や行政評価制度などの各システム（仕組み）がそれ

ぞれの部署で構築されてきたことから、システム相互の連携不足が生じています。 

 今後は、トータルシステム（連携の仕組み）としての再構築とマネジメント７３感覚を身に着けるた

め、さらに徹底した対応が求められます。 

 

 平成１９年２月に策定した第１次行政改革大綱が平成２４年３月に終了し、引き続き、第２次行政

改革大綱の策定が求められています。 
 無駄の排除と事務の効率化を図るためには、日々の業務を遂行する中で、一人ひとりの職員が自覚

を持って自主的に取り組むことが求められます。そのためには、その根底となる職員の意識改革と

組織体質の改善に取り組んでいかなければなりません。 
 大崎地域広域行政事務組合については、共同事務の現状と課題を整理し、効率性を重視した共同事

務の展開が求められます。 
 

【施策の展開】 

（１） 「最大の効果」を「最少の経費」であげる施策を推進するため、実施計画、予算編成、政策評

価などの連携を強化し、公正で透明性の高い総合計画の進行管理を行います。 

（２） 高度専門化する政策課題に対し、迅速かつ的確に対応するため、大学など学術機関との連携強

化を図ります。 

（３） 第２次行政改革大綱を策定し、事業の重点化を図りながら一つひとつ着実に推進します。また、

専門的な助言・指導を行う専門指導員を配置するなど、効率よく組織的に行政改革を進めます。 

（４） 共同事務の現状と課題を整理し、新たな共同事務の検討と併せ（仮称）大崎地域広域市町村圏

計画を策定するとともに、効率性を重視した広域行政の運営を推進します。 

  

                                                  
７３目的・目標の達成のため、行財政運営などを管理すること。 
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【主要な目標】 

意 図 美里町総合計画の着実な推進を図る。 

対 象 美里町総合計画 

指標名 主要施策目標の達成率 

指標の 

考え方 

美里町総合計画の着実な推進と進捗状況の見える化を図るため、主要施策目標の

達成状況を目標としました。 

（達成できた主要施策目標の数÷主要施策目標の数×１００） 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― ― １００％ １００％ １００％ １００％

 

【具体的な取組み】 

（１） 事業別予算及び決算と連携した実施計画及び政策評価の展開 
（２） 公正で透明性の高いマネジメント・サイクル７４の確立 
（３） 第２次行政改革大綱の策定及び計画的な実施並びに進行管理 
（４） （仮称）大崎地域広域行政市町村圏計画の策定 
（５） 大崎地域広域行政事務組合の継続運営 
（６） 大学など学術機関との地域連携協定の締結 
  

                                                  
７４行財政運営など効率的な管理を行うため、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の４つの段階を繰り返すこと

によって、業務を継続的に改善すること。 
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施策６２  第２項 財政を健全化するための対策 

 
【現状と課題】 

 平成１９年度に策定した財政健全化計画においては、平成１９年度から平成２３年度までの５年間

に生じると予測した財源不足額（約１９億２，３００万円）の一部について、基金の取り崩しによ

って補てんすることとしていましたが、実際には財政調整基金及び減債基金を減少させることなく

財政運営を行ってきました。 

 これらの基金を減少させなかったことで、東日本大震災時の緊急対策を考える際、大きな不安を抱

くことなく対応することができました。 

 一般会計における地方債残高が平成２１年度末で１２６億５，５３７万円、平成２２年度末で１４

４億５，８０８万円と増加傾向にあります。 

 これは地方交付税の現金交付の不足分を肩代わりしている臨時財政対策債を引き続き発行したこ

と、平成２２年度において国営かんがい排水事業負担金を償還し、及び大崎東部土地開発公社に対

し土地代金を繰上償還するために、合わせて２０億９，３２０万円を借り入れたことにより、増加

したものです。 

 財政健全化については、平成２２年度においては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定

められた健全化判断比率をクリアしましたが、このことが将来とも財政が健全であり続けることを

保証するものではないことから、「事業の選択と集中」を継続的に進め、無駄を排除するとともに、

無理な投資は行わないことが必要です。 

 今後、災害復旧・復興事業を実施していくためには、多額の資金が必要になりますが、大幅な税収

の落ち込みが予想され、一段と厳しい財政運営となることから、中期（平成２４年度から平成２７

年度まで）の財政計画を策定し、確実に実施していかなければなりません。 

 

 町税、特に町民税及び固定資産税の賦課額が減少している中で、自主財源である町税の収入の確保

は、財政の健全化には重要です。また、徴収対策の強化は、税の公平性と納税秩序の上からも重要

です。 
 東日本大震災により倒壊した家屋、その後に新築される家屋が相当数に及ぶことから、課税客体の

適正把握に努めなければなりません。 
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【施策の展開】 

（１） 見直し後の総合計画における主な事業に係る経費並びに一般職に属する職員に係る定員適正

化計画に基づく人件費及び特別職に係る人件費を推計の上、中期（平成２４年度から平成２７年

度まで）の財政計画を策定し、毎年度の予算に反映させ、着実に実施していくこととします。 

（２） 現年度の収納率向上に向けて、納税者の利便性に配慮し、コンビニ収納７５及びゆうちょ銀行納

付を継続するとともに、新たにクレジット収納７６も検討します。電話催告などについては、一部

民間委託を推進します。また、住民税特別徴収義務者一斉指定の実現に向けた取組みを推進しま

す。 

（３） 町の基本的な姿勢は「新たな滞納者はつくらない」ことです。滞納者には、文書催告（催告書、

差押え予告）、納税が困難な方には、随時、納税相談を実施します。 

（４） 公共施設の一元的な管理を進め、長寿命化や更新時期の平準化、最適規模、最適配置の検討を

進めるとともに、ライフサイクルコストを考慮した施設管理に努めます。 

 
【主要な目標】 

意 図 実質公債費比率の上昇を抑制することにより、自由に使える財源を増やす。 

対 象 一般会計が負担する元利償還金及び準元利償還金 

指標名 実質公債費比率 

指標の 

考え方 

収入に対する借入金返済の割合を示す数値で、この数値が高いほど財源を他の行

政サービスに回す余裕がないことを意味することから、実質公債費比率を指標とし

ました。（地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく計算方法により、算

出します。） 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

１５．９％ １５．９％ １５．５％ １５．０％ １５．０％ １５．０％

 

意 図 収納率の向上を図る。 

対 象 町税（町民税・固定資産税・軽自動車税・都市計画税） 

指標名 現年度分の町税の収納率 

指標の 

考え方 

自主財源である町税の収入の確保は、財政の健全化に重要です。また、徴収の強

化は、税の公平性、納税秩序の上からも重要であることから、収納率の向上を目標

としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

９６．３％ ９７．０％ ９７．４％ ９７．８％ ９８．０％ ９８．０％

 

  

                                                  
７５税金や公共料金などの代金を納める方法のひとつ。最寄りのコンビニエンスストアなどから料金を納めることができるため、利

便性の高い方法となっている。 
７６クレジットカートを利用した税金や公共料金などの納付方法 
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意 図 収納率の向上を図る。 

対 象 町税（町民税・固定資産税・軽自動車税・都市計画税） 

指標名 滞納繰越分の町税の収納率 

指標の 

考え方 

自主財源である町税の収入の確保は、財政の健全化に重要です。また、徴収の強

化は、税の公平性、納税秩序の上からも重要であることから、収納率の向上を目標

としました。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

２６．８％ ３０％ ３０％ ３０％ ３０％ ３０％

 

【具体的な取組み】 

（１） 中期（平成２４年度から平成２７年度まで）の財政計画を策定し、公表。また、財政計画と毎

年度の決算を比較し、その内容を公表するとともに、必要に応じた見直しを図る。 

（２） 予算編成に当たっては、財政計画に従い予算枠配当方式を継続し、元金ベースのプライマリー

バランス（基礎的財政収支）のプラスに努める。 

（３） 借入金残高を減らすことにより、実質公債費比率を下げる。 

（４） 借入金残高及び公営企業債に対する繰入金を減らすことにより、将来負担比率を下げる。 

（５） 一般職及び特別職に係る人件費、物件費など経常的経費の節減に引き続き努める。また、無理

な投資はしない。 

（６） 必要に応じてアウトソーシング７７を進める。 

（７） 合併特例債を活用して、合併振興基金の増額を図り、。平成２８年度から平成３２年度までの

合併算定替の段階的縮減に伴う地方交付税の減少及び平成３３年度以後の一本算定による地方交

付税の減少に備える。 

（８） 公営企業に対する一般会計からの基準外繰出金の縮小 

（９） 公営企業については、投下資本を回収するため、定期的な料金水準の見直し。 

（１０）  納税者の利便性に配慮したコンビニ収納、ゆうちょ銀行、口座振替等の利用拡大 

（１１）  各部署連携による納税相談、徴収対策の実施 

（１２）  税務職員の専門性の向上 

（１３）  ライフサイクルコストを考慮した施設管理の推進《施策７、施策５０と連携》 

  

                                                  
７７企業や行政の業務のうち専門的なものについて、それをより得意とする外部に請け負わせる経営手法。外部委託 
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施策６３  第３項 住民の立場に立った行政サービスを提供するための対策 

 
【現状と課題】 

 職員研修については、これまで研修機関等が開催する研修に職員を派遣する派遣研修を中心に実施

してきました。今後は、町が主体となって企画・開催する主体性のある職員研修の実施が求められ

ています。 

 職員給与の見直しと職員の定員管理については毎年度実施しており、その実施状況をホームページ

と広報紙で公表しています。 

 平成１９年４月に「美里町定員適正化計画」を策定し、計画的な定員管理に努めてきました。 

 住民が町政に関心を持ち町政に参加するためには、住民と行政の情報の共有が欠かせません。この

ことから、町の積極的な行政情報の公開と提供が強く求められています。 
 技術革新による多様なメディアがあるにもかかわらず、それらを活用した情報発信が十分ではあり

ません。特に、公式ホームページ上のコンテンツ７８の充実と携帯電話を活用した情報発信が求めら

れています。 
 住民懇談会における参加者数は少なく、また一部の住民に固定化する傾向にあります。開催方法と

内容について見直しが必要です。 
 パブリックコメント手続は制度化されたものの、住民参加、住民意向の把握として有効な手段にな

っていません。周知の徹底や応募意見の反映など、実施方法の見直しが必要です。 
 各種委員会等の会議の中には、形式的に運営される会議も一部に見受けられます。住民ニーズを把

握する有効な手段として、また、住民の大切な協議機関として、各種の会議運営のあり方を見直し

ていかなければなりません。 
 

【施策の展開】 

（１） 人材育成基本方針を策定して、本町が目指す職員像を明確にします。この職員像を実現するた

め、計画的で戦略的な研修を、町が主体性をもって継続的に実施します。 

（２） 職員の意識改革を図るために、職員研修の徹底と人事評価の導入を行います。 
（３） 第２次定員適正化計画を策定し、今後も職員数の適正管理を行います。 

（４） 若手職員を育成するために、業務を通した職場内研修の制度化を図ります。 

（５） 専門指導員による接遇対策を定期的に開催し、職員の接遇向上を図ります。また、外部評価委

員による職員の接遇評価を実施します。 

（６） 「求められてから出す」の姿勢から「求められる前に出す」の姿勢に改めて、積極的な情報開

示に努め、住民との情報共有を進めます。 
（７） 技術革新が進む中、多様な情報媒体の積極的な活用を図ります。 
（８） 住民懇談会、パブリックコメント手続等の広聴制度の見直しを行います。また、住民の町政参

加の多様な方法について導入の検討と試みを行います。 
  

                                                  
７８ホームページ上で提供される個々の情報 
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【主要な目標】 

意 図 行政サービスの品質向上を図る。 

対 象 美里町職員（臨時職員等を含む） 

指標名 外部評価による職員の接遇評価結果 

指標の 

考え方 

接遇は行政サービス提供の入り口です。接遇対策を定期的に開催し、職員の接遇

向上を図るため、外部評価委員による接遇評価の結果を指標としました。 

※平成２４年度に実施するアンケート調査結果を基準値とします。 

目標値 
Ｈ２２（実績） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

― ― 基準値 基準値↑ 基準値↑ 基準値↑ 

 

【具体的な取組み】 

（１） 人材育成基本方針の策定と職員研修の徹底 
（２） 人事評価制度の導入 
（３） 第２次定員適正化計画の策定 
（４） 接遇研修と外部評価制度の導入による顧客満足度の向上 
（５） 若手職員育成研修の制度化 
（６） 人事方針の策定と公表 

（７） （仮称）町政相談員制度７９の導入 

（８） 事務カイゼン指導員の配置 

（９） 公益通報者保護制度の整備 

（１０） 行政情報コーナーの拡充整備 

（１１） 個人情報保護条例の制定 

（１２） 行政情報の開示拡大のための制度の整備 

（１３） 多様な媒体を活用した行政情報の受発信 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                  
７９行政と住民の中間に立ち、住民の町政に対する要望や苦情等の処理を行う。 
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参考資料 

１ 美里町総合計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

【諮問機関】 

総合計画審議会 

 

【住民参加】 

 

・住民意向調査 

・住民懇談会 

・提案募集 

・パブリックコメント 

・審議会委員の一般公募 

 

【町長】 

 【庁内体制】 

 
総合計画等策定委員会 

（課長・参事等） 

幹事会 

（課長補佐、係長等） 

諮問 

答申 

情報提供 

意見・要望

 

 

 

 

総務行政部会 

教育文化部会 

産業振興部会 

生活環境部会 

保健医療福祉部会 

連携 
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２ 美里町総合計画審議会条例 

 

平成１８年１月１日 

条例第２８号 

（設置等） 

第１条 町長の諮問に応じ、美里町総合計画の策定・推進及び町長が必要と認める重要事項を調査審議

するため美里町総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織等） 

第２条 審議会は、委員３０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。 

（１） 一般住民 

（２） 学識経験を有する者 

（３） 関係行政機関の委員又は職員 

（４） 町の公共団体及び公共的団体の役員又は職員 

（５） その他 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 審議会に、専門の事項を調査させるため、町長又は審議会が必要があると認めるときは、専門

委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験を有する者、町の公共団体及び公共的団体の職員又は関係行政機関の職員の

うちから、町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（部会） 

第６条 審議会に、町長又は審議会が必要があると認めるときは、次に掲げる部会を置くことができる。 

（１） 総務行政部会 

（２） 教育文化部会 

（３） 産業振興部会 

（４） 生活環境部会 

（５） 保健医療福祉部会 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 
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３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。 

４ 部会長は、部会の事務を総理し、部会を代表する。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長のあら

かじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

６ 部会に幹事を置き、町の職員のうちから町長が指名する。 

（会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め

る。 

附 則 

この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 
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３ 美里町総合計画審議会委員名簿 

【敬称略】 

 役職 氏名 所属部会 選出区分 所属機関等 

１ 会長 徳永 幸之 総務行政部会 学識経験者 宮城大学 事業構想学部 教授 

２ 副会長 伊藤 正雄 産業振興部会 町の公共（的）団体 遠田商工会 会長 

３ 部会長 吉田 祐幸 総務行政部会 関係行政機関 宮城県北部地方振興事務所 所長 

４ 部会長代理 松田 正敏 総務行政部会 町の公共（的）団体 前美里町行政区長会 福ヶ袋行政区長 

５ 委員 角田 茂 総務行政部会 住民（公募） 

６ 委員 竹田 和夫 総務行政部会 住民（公募） 

７ 部会長 木村 強一 教育文化部会 住民（公募） 

８ 部会長代理 佐々木 勝男 教育文化部会 町の公共（的）団体 美里町教育委員会 委員長 

９ 委員 門田 真理 教育文化部会 住民（公募） 

１０ 委員 古畑 真美 教育文化部会 住民（公募） 

１１ 委員 松坂 幸広 教育文化部会 町の公共（的）団体 美里町父母教師連絡協議会 会長 

１２ 委員 熱海 悟 教育文化部会 町の公共（的）団体 美里町社会教育委員 

１３ 委員 鈴木 洋 教育文化部会 関係行政機関 宮城県北部教育事務所 所長 

１４ 部会長 磯田 敏幸 産業振興部会 町の公共（的）団体 美里町農業委員会 会長 

１５ 部会長代理 西川 正純 産業振興部会 学識経験者 宮城大学 食産業学部 教授 

１６ 委員 扇 明美 産業振興部会 住民（公募） 

１７ 委員 舘崎 賢悦 産業振興部会 町の公共（的）団体 みどりの農業協同組合 代表理事専務 

１８ 委員 阿部 定 産業振興部会 町の公共（的）団体 美里東部土地改良区 理事長 

１９ 委員 及川 勉 産業振興部会 関係行政機関 宮城県美里農業改良普及センター 所長

２０ 部会長 曽根 昭夫 生活環境部会 住民（公募） 

２１ 部会長代理 勝又 治子 生活環境部会 住民（公募） 

２２ 委員 大村 涼子 生活環境部会 町の公共（的）団体 美里町婦人会連合会 会長 

２３ 委員 大越 晴之 生活環境部会 町の公共（的）団体 彫堂友和会自主防災組織 

２４ 委員 佐藤 勝幸 生活環境部会 関係行政機関 宮城県北部土木事務所 所長 

２５ 部会長 塩野 悦子 保健医療福祉部会 学識経験者 宮城大学 看護学部 教授 

２６ 部会長代理 松田 彰洋 保健医療福祉部会 町の公共（的）団体 美里町社会福祉協議会 事務局長 

２７ 委員 寺尾 登茂代 保健医療福祉部会 住民（公募） 

２８ 委員 黒沼 篤司 保健医療福祉部会 町の公共（的）団体 美里町民生委員 児童委員 

２９ 委員 松浦 孝幸 保健医療福祉部会 関係行政機関 宮城県北部保健福祉事務所 所長 

 



Meet your smile Touch your heart 

１２９ 
 

 

４ 美里町総合計画策定経過 

 

美里町総合計画審議会 

諮 問 平成２３年 ８月１２日 

答 申 平成２４年 ２月２８日 

  

第１回会議 平成２３年 ８月１２日 

第２回会議 平成２３年 ９月３０日 

第３回会議 平成２３年１１月 ８日 

第４回会議 平成２３年１２月２２日 

第５回会議 平成２４年 ２月１０日 

第６回会議 平成２４年 ２月２４日 

第７回会議 平成２４年 ２月２８日 

（会長、副会長及び部会長会議） 

 

〔総務行政部会〕 

第１回会議 平成２３年 ９月３０日 

第２回会議 平成２３年１１月 ８日 

第３回会議 平成２３年１１月２５日 

第４回会議 平成２３年１２月１６日 

第５回会議 平成２３年１２月２２日 

〔教育文化部会〕 

第１回会議 平成２３年 ９月３０日 

第２回会議 平成２３年１１月 ８日 

第３回会議 平成２３年１１月１６日 

第４回会議 平成２３年１１月２５日 

第５回会議 平成２３年１１月３０日 

第６回会議 平成２３年１２月 ５日 

第７回会議 平成２３年１２月２２日 

第８回会議 平成２４年 １月１１日 

〔産業振興部会〕 

第１回会議 平成２３年 ９月３０日 

第２回会議 平成２３年１１月 ８日 

第３回会議 平成２３年１１月２１日 

第４回会議 平成２３年１２月 ９日 

第５回会議 平成２３年１２月１９日 

第６回会議 平成２３年１２月２２日 



顔が見え 声が届く 

１３０ 
 

 

〔生活環境部会〕 

第１回会議 平成２３年 ９月３０日 

第２回会議 平成２３年１１月 ８日 

第３回会議 平成２３年１１月２９日 

第４回会議 平成２３年１２月 ５日 

第５回会議 平成２３年１２月１９日 

第６回会議 平成２３年１２月２２日 

第７回会議 平成 24 年 １月１０日 

〔保健医療福祉部会〕 

第１回会議 平成２３年 ９月３０日 

第２回会議 平成２３年１１月 ８日 

第３回会議 平成２３年１１月３０日 

第４回会議 平成２３年１２月２２日 

  

 

 

  

住民意向調査 

・調査対象：無作為抽出による満１９歳以上の町民１，２００人 

・調査内容：属性調査、満足度調査、重要度調査、優先施策調査 

・調査期間：平成２３年７月１５日～平成２３年７月２９日 

 

提案募集 

・平成２３年１１月１５日～平成２３年１２月９日 

・提案者総数：６人 

・提案総数：２４件 

 

住民懇談会 

・平成２３年１１月１９日～平成２３年１１月２７日 

・町内９会場 

・参加者総数：８７人 

・提案・要望等総数：３０件 

 

パブリックコメント 

・実施予告：平成２４年２月１５日 

・実施期間：平成２４年３月１日～３月１５日 

・意見提出人数：１人 

・意見提出件数：２９件 
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５ 住民意向調査の結果概要 

 
１ 調査目的 

美里町住民意向調査は、美里町総合計画の見直し作業に当たり、本町行財政運営への評価及び、

計画検討の基礎資料を編成することを目的として実施しました。 

 

  ２ 調査内容 

２４の施策分野における住民意向を把握するため、次の調査構成としました。 

（１）属性調査    性別や年齢、職業などの基本的な情報を把握します。 

（２）満足度調査   これまでの行財政運営に対する、各施策分野の満足度を把握します。 

（３）重要度調査   今後の行財政運営に対する、各施策分野の重要度を把握します。 

（４）優先施策調査  今後の行財政運営の各施策分野における個別の優先項目を把握します。 

 

  ３ 調査方法 

（１）調査区域    美里町全域 

（２）調査対象    １９歳以上の町民（基準日：平成２３年７月１日） 

（３）標本数     １，２００標本 

（４）標本抽出方法  住民基本台帳に基づく無作為抽出（系統抽出法） 

（５）調査期間    平成２３年７月１５日（金）から７月２９日（金）まで。 

（６）調査方法    行政区長による配付及び回収 

 

４ 回収結果 

（１）回収数     １，１５０標本 

（２）回収率     ９５．８％ 
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  ５ 前回調査との比較 

    美里町では、平成１８年７月にも住民意向調査を実施しています。 

集計結果の分析では、満足度調査及び重要度調査について、前回調査との比較を行っています

が、一部の項目が異なっています。これは、これまでの行政サービスに対する満足度を把握する

目的から、現美里町総合計画基本計画の各施策項目を基本に構成したためですが、定点観測の性

質を損なわない範囲で、次のとおり変更しています。 

 

 今回調査の項目名称 前回調査の項目名称 備考 

１ 社会教育の充実 生涯学習の振興  

２ 学校教育の充実 学校教育の充実  

３ 青少年の健全育成  新規 

４ 文化・芸術の振興 
文化･スポーツの振興 

分割 

５ 社会体育の振興 分割 

６ 保健の充実 保健の充実  

７ 医療の充実 医療の充実  

８ 高齢者福祉の充実 高齢者福祉の充実  

９ 障害者福祉の充実 障害者福祉の充実  

１０ 子育て支援の充実 児童福祉・子育て支援の充実  

１１ 農林業の振興 農業の振興  

１２ 商工・サービス業の振興 
商工業の振興 

分割 

１３ 観光・物産の振興 分割 

１４ 雇用の創造 雇用の確保と安定化  

１５ 地域基盤の確立 交通体系・生活基盤確立  

１６ 生活安全の確保 防災対策・生活安全の確保  

１７ 環境・景観の保全・創造 環境・景観の保全・創造  

１８ 居住環境の質の向上 居住環境の質の向上  

１９ 住民活動の促進 地域活動・住民活動の促進  

２０ 交流の促進 交流の促進と安定化対策 分割 

２１ 平和行政の推進  新規 

２２ 男女共同参画社会の推進  新規 

２３ 行財政運営の健全化 行財政の効率化・健全化  

２４ 定住化の促進 交流の促進と安定化対策 分割 
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６ 結果概要 
（１）属性調査 

性別 回答者数（人） 割 合 

１ 男性 ５０１ ４３．６％ 

２ 女性 ６０６ ５２．７％ 

３ 未記入 ４３ ３．７％ 

合 計 １，１５０ １００．０％ 

 

年齢 回答者数（人） 割 合 

１ １９歳～２９歳 １４６ １２．７％ 

２ ３０歳～３９歳 １４７ １２．８％ 

３ ４０歳～４９歳 １４４ １２．５％ 

４ ５０歳～５９歳 ２２２ １９．３％ 

５ ６０歳～６９歳 １９６ １７．０％ 

６ ７０歳以上 ２７０ ２３．５％ 

７ 未記入 ２５ ２．２％ 

合 計 １，１５０ １００．０％ 

 

職業 回答者数（人） 割 合 

１ 会社員・公務員・団体職員 ３１３ ２７．２％ 

２ パート・アルバイト １０７ ９．３％ 

３ 農業・林業・漁業 ８７ ７．６％ 

４ 会社・団体役員 ３１ ２．７％ 

５ 自営業者 ７０ ６．１％ 

６ 家事手伝い １３ １．１％ 

７ 学生 ２６ ２．３％ 

８ 主婦 １８５ １６．１％ 

９ 無職 ２６２ ２２．８％ 

１０ その他 ２４ ２．１％ 

１１ 未記入 ３２ ２．８％ 

合 計 １，１５０ １００．０％ 

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。             
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（２）満足度調査 

満足度調査は２４の施策分野について、普段感じている満足の度合いを０点から１００点までの

点数（１０点間隔の得点）を選択していただき、回答者全員の平均点数を算出したものです。 

項目 
回答者数 

（人） 

未回答者

数（人）
平均点数

前回調査 

平均点数 
比較 

 

 １ 社会教育の充実 １，０９８ ５２ ５６．０ ５４．５ １．５

 ２ 学校教育の充実 １，０６１ ８９ ５７．１ ５５．５ １．６

 ３ 青少年の健全育成 １，０６４ ８６ ５５．６ － － 注１

 ４ 文化・芸術の振興 １，０５８ ９２ ５６．２ ５３．６ ２．６ 注２

 ５ 社会体育の振興 １，０５２ ９８ ５５．７ ５３．６ ２．１ 注２

 ６ 保健の充実 １，０６７ ８３ ５９．４ ５７．８ １．６

 ７ 医療の充実 １，０７０ ８０ ５１．２ ４８．４ ２．８

 ８ 高齢者福祉の充実 １，０６４ ８６ ５５．７ ５４．６ １．１

 ９ 障害者福祉の充実 １，０３７ １１３ ５４．６ ５１．９ ２．７

１０ 子育て支援の充実 １，０２７ １３７ ５６．６ ５４．５ ２．１

１１ 農林業の振興 １，０２７ １２３ ５３．９ ５２．６ １．３

１２ 商工・サービス業の振興 １，０１２ １３８ ４８．９ ５６．６ △ ７．７ 注３

１３ 観光・物産の振興 １，０１５ １３５ ５１．１ ５６．６ △ ５．５ 注３

１４ 雇用の創造 １，０２９ １２１ ４５．３ ４３．５ １．８

１５ 地域基盤の確立 １，０５２ ９８ ５０．９ ５１．３ △ ０．４

１６ 生活安全の確保 １，０３５ １１５ ５２．０ ５３．８ △ １．８

１７ 環境・景観の保全・創造 １，０３８ １１２ ５８．６ ５８．４ ０．２

１８ 居住環境の質の向上 １，０３３ １１７ ５６．１ ５５．７ ０．４

１９ 住民活動の促進 １，０２９ １２１ ５６．８ ５５．７ ３．９

２０ 交流の促進 １，０００ １５０ ５７．０ ５３．１ ３．９ 注４

２１ 平和行政の推進 １，００３ １４７ ５７．３ － － 注１

２２ 男女共同参画社会の推進 ９９６ １５４ ５６．４ － － 注１

２３ 行財政運営の健全化 １，０１２ １３８ ５２．２ ５０．６ １．６

２４ 定住化の促進 １，００４ １４６ ５３．６ ５３．１ ０．５ 注４

計   ５４．５ ５３．５ １．０

注１） 今回調査での新たな設問のため、前回調査との比較はできません。 

注２） 前回調査では、「文化・スポーツの振興」としていましたが、今回調査では、別々の設問として実施したため、単純な比較は

できません。 
注３） 前回調査では、「商工業の振興」としていましたが、今回調査では、別々の設問として実施したため、単純な比較はできま

せん。 

注４） 前回調査では、「交流の促進と安定化対策」としていましたが、今回調査では、別々の設問として実施したため、単純な比

較はできません。 
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（３）重要度調査 

重要度調査は２４の施策分野について、１番目に重要と思う分野に「１」を、２番目に「２」を、

３番目に「３」を記入していただき、「１」を３点「２」を２点「３を」１点と換算したものを合

計得点として算出しています。 

区分 
重要度の点数化

 （単位：点）

左記の 

得点順位 

前回調査 

の順位  

１ 社会教育の充実 ９５ １７ １５ 

２ 学校教育の充実 ４５６ ５ ５ 

３ 青少年の健全育成 １３０ １４ － 注１

４ 文化・芸術の振興 ４７ ２０ １６ 注２

５ 社会体育の振興 ９１ １８ １６ 注２

６ 保健の充実 ２０２ １０ １ 

７ 医療の充実 ９７９ １ １ 

８ 高齢者福祉の充実 ６７２ ３ ２ 

９ 障害者福祉の充実 １４２ １３ １０ 

１０ 子育て支援の充実 ４３８ ６ ６ 

１１ 農林業の振興 ３０９ ７ ７ 

１２ 商工・サービス業の振興 １０４ １５ １３ 注３

１３ 観光・物産の振興 ８２ １９ １３ 注３

１４ 雇用の創造 ７４８ ２ ３ 

１５ 地域基盤の確立 １５５ １１ １２ 

１６ 生活安全の確保 ５２０ ４ ４ 

１７ 環境・景観の保全・創造 ９８ １６ １４ 

１８ 居住環境の質の向上 １４９ １２ １１ 

１９ 住民活動の促進 ４６ ２１ １７ 

２０ 交流の促進 １９ ２２ １８ 注４

２１ 平和行政の推進 １９ ２３ － 注１

２２ 男女共同参画社会の推進 １９ ２４ － 注１

２３ 行財政運営の健全化 ２２２ ９ ８ 

２４ 定住化の促進 ２８４ ８ １８ 注４

２５ その他 １６ ２５ － 

計 ６，０４２    

注１） 今回調査での新たな設問のため、前回調査との比較はできません。 

注２） 前回調査では、「文化・スポーツの振興」としていましたが、今回調査では、別々の設問として実施したため、単純な比較は

できません。 

注３） 前回調査では、「商工業の振興」としていましたが、今回調査では、別々の設問として実施したため、単純な比較はできま

せん。 

注４） 前回調査では、「交流の促進と安定化対策」としていましたが、今回調査では、別々の設問として実施したため、単純な比

較はできません。 



 




